
(1)

熊本学園大学　文学・言語学論集　第24巻第２・第25巻第１合併号（2018年６月30日）

百
越
文
化
圏
に
お
け
る
卵
生
説
話
の
源
流
考
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母
伝
説
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中
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は
じ
め
に

中
国
の
古
代
神
話
集
『
山
海
経
』
に
は
多
く
の
神
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
特
に
神
怪
変
異
・
遠
国
異
人
の
風
俗
を
記
述
し
た
〈
海

経
〉
は
、
中
国
神
話
研
究
の
第
一
人
者
袁
珂
氏
に
よ
る
と
、
古
代
の
諸
国
の
不
思
議
な
神
話
を
最
も
多
く
収
録
し
て
い
る
と
い
う
（
1
）。

そ
の
「
大
荒
南
経
」
巻
十
五
に
「
有
卵
民
之
国
、
其
民
皆
生
卵
」
と
、
卵
民
国
の
人
は
す
べ
て
卵
か
ら
生
ま
れ
る
と
記
載
が
あ
る
。

　
こ
の
卵
民
国
は
、
現
在
の
ど
の
地
域
を
指
す
か
。「
大
荒
南
経
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
南
方
で
あ
る
と
主
張
す
る
研
究
者
が
い
る

が
（
2
）、

筆
者
も
そ
れ
を
支
持
す
る
。
こ
の
話
以
外
に
も
、〈
卵
生
神
話
〉
に
分
類
さ
れ
る
多
く
の
説
話
は
、
南
中
国
及
び
東
南
ア
ジ
ア

文
化
圏
に
由
来
を
持
つ
。
本
稿
の
上
篇
で
は
、
古
小
説
類
や
筆
記
類
の
逸
話
等
を
蒐
集
す
る
こ
と
を
通
じ
、
分
か
っ
て
き
た
こ
と
に

つ
い
て
述
べ
る
。
特
に
そ
の
背
後
に
、
こ
の
地
域
に
暮
ら
し
て
い
た
漁
撈
民
の
存
在
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
。

　
な
お
、
漢
民
族
の
卵
生
神
話
は
、
卵
一
個
と
い
う
話
型
が
多
い
が
、
ベ
ト
ナ
ム
の
始
祖
卵
生
説
話
「
鴻
痝
氏
伝
」
や
中
国
の
西
南

の
各
少
数
民
族
、
及
び
東
南
ア
ジ
ア
の
諸
国
の
口
承
説
話
は
、
一
胞
（
肉
塊
）
か
ら
複
数
の
卵
が
産
ま
れ
、
そ
の
中
か
ら
始
祖
が
生

ま
れ
る
と
い
う
話
型
が
多
い
。
卵
生
始
祖
神
話
の
源
流
を
謎
解
く
た
め
、
筆
者
は
広
西
壮
族
自
治
区
（
古
交
趾
の
地
の
一
部
）
を
は

じ
め
、
数
多
く
の
地
方
志
や
南
嶺
文
化
圏
の
古
記
録
を
調
べ
、
地
名
等
を
古
地
図
と
照
合
し
な
が
ら
、
南
方
説
と
の
関
連
性
を
探
っ

て
き
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
寡
聞
に
し
て
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
本
稿
の
下
篇
で
は
、
十
五
世
紀
頃
ベ
ト
ナ
ム
で
編
纂
さ
れ

た
『
嶺
南
摭
怪
列
伝
』
の
「
鴻
痝
氏
伝
」（
甲
本
）
を
訓
読
・
校
異
・
解
釈
を
試
み
た
。
な
お
す
べ
て
の
古
地
名
の
解
釈
や
原
文
の

現
代
語
訳
も
筆
者
が
行
っ
た
。
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ま
ず
上
篇
を
見
て
み
た
い
。

上
篇一

　
卵
生
神
話
の
分
類

　
卵
生
神
話
の
出
自
に
つ
い
て
は
、
三
品
彰
英
『
神
話
と
文
化
史
』
所
収
「
南
方
系
神
話
要
素
」
に
詳
し
い
（
3
）。

三
品
氏
は
世
界
の
ど

の
地
域
に
も
卵
生
神
話
が
存
在
す
る
と
指
摘
し
た
。
更
に
、
彼
は
各
国
の
神
話
を
集
め
四
通
り
に
分
類
し
た
。

一
つ
目
は
、
降
下
型
卵
生
神
話
で
あ
る
。
神
話
的
嬰
児
の
入
っ
た
卵
が
天
上
か
ら
光
と
と
も
に
降
下
す
る
、
太
陽
が
卵
を
生
む
話

型
で
、
こ
れ
は
天
神
或
い
は
太
陽
の
御
子
が
降
誕
す
る
一
つ
の
様
式
と
さ
れ
る
。
三
品
氏
は
そ
の
地
理
的
分
布
を
、
朝
鮮
半
島
中
心

及
び
台
湾
に
認
め
て
い
る
。

　
二
つ
目
は
、
鳥
類
に
よ
っ
て
産
み
落
と
さ
れ
た
卵
か
ら
神
の
子
で
あ
る
人
祖
が
生
ま
れ
る
話
型
、
鳥
卵
型
卵
生
神
話
で
あ
る
。
三

品
氏
は
、
鳥
類
に
よ
る
産
卵
の
ほ
う
が
卵
の
出
現
と
し
て
は
自
然
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
天
地
創
造
と
人
祖
の
出
現
に
鳥
類
が
主
要

な
役
割
を
演
じ
て
い
る
神
話
が
世
界
的
に
分
布
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
主
な
分
布
を
確
定
的
に
論
じ
る
こ
と
は
避
け
つ
つ
も
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
地
域
に
お
け
る
派
生
の
可
能
性
を
予
想
し
て
い
る
。

　
三
つ
目
は
、
他
の
三
つ
の
型
に
入
ら
な
い
、
竹
の
中
の
水
や
海
水
の
泡
、
女
の
血
、
生
き
た
木
、
土
か
ら
卵
が
化
生
す
る
化
生
卵

型
神
話
で
あ
る
。
但
し
、
化
生
の
観
念
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
方
面
の
創
世
神
話
に
普
遍
的
な
も
の
で
あ
り
、
特
別
に
卵
生
要
素
と
本

質
的
な
関
係
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
、
と
三
品
氏
は
述
べ
て
い
る
。

　
四
つ
目
は
や
や
変
容
し
て
い
て
、
人
間
の
女
性
が
卵
を
出
産
す
る
と
い
う
、
人
態
的
出
産
型
の
卵
生
神
話
で
あ
る
。
こ
の
型
に
属

す
る
神
話
に
つ
い
て
、
三
品
氏
は
、「
王
都
を
建
設
し
た
り
国
家
を
創
建
し
た
り
し
た
建
国
の
王
者
や
、
国
家
的
英
雄
の
出
自
を
語
っ

て
」
お
り
、
ま
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
中
心
と
す
る
海
洋
方
面
と
中
国
大
陸
の
接
触
境
域
に
見
出
さ
れ
る
と
い
う
分
布
的
特
徴
を
持
つ

と
指
摘
し
て
い
る
。
周
知
の
通
り
こ
の
地
域
に
は
、
媽
祖
信
仰
や
龍
母
信
仰
（
4
）

等
複
数
の
女
神
信
仰
が
あ
る
。
た
だ
、
民
族
や
言
語

も
多
様
性
に
富
ん
だ
地
域
で
あ
る
た
め
、
は
っ
き
り
断
言
し
切
れ
な
い
要
素
が
多
く
存
在
す
る
。
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な
お
、
こ
の
四
つ
目
の
卵
生
説
話
は
、
更
に
二
種
類
に
分
類
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、〈
生
卵
型
・
卵
を
生
む

生
母
型
〉
で
あ
る
。
水
族
（
5
）
等
と
の
異
類
婚
に
よ
っ
て
、
処
女
が
懐
妊
し
卵
を
生
み
、
そ
の
卵
か
ら
生
ま
れ
た
神
の
子
が
成
長
し
一

族
の
族
長
や
王
に
選
ば
れ
る
。
こ
の
話
型
は
、
中
国
の
黄
河
流
域
や
朝
鮮
半
島
、
日
本
等
環
太
平
洋
地
域
に
見
ら
れ
る
。

　
も
う
一
つ
の
タ
イ
プ
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
研
究
さ
れ
て
い
な
い
〈
拾
卵
型
・
卵
を
拾
う
養
母
型
〉
の
卵
生
説
話
で
あ
り
、
本

稿
で
重
点
的
に
考
察
し
た
い
話
型
で
あ
る
。
そ
の
典
型
的
な
タ
イ
プ
は
、「
老
婆
が
、
水
辺
で
一
個
（
複
数
も
あ
る
）
の
卵
を
拾
い
、

自
宅
に
持
ち
帰
る
。
暫
く
す
る
と
卵
か
ら
龍
蛇
類
、
或
い
は
人
間
の
子
ど
も
が
生
ま
れ
、
老
婆
と
そ
の
子
ど
も
は
仲
良
く
暮
ら
し
、

次
第
に
裕
福
に
な
る
。
こ
の
話
が
後
に
世
に
知
ら
れ
、
人
々
は
彼
女
を
〈
龍
母
〉
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
日
本
の
桃
太
郎
伝
説
に
似
た
タ
イ
プ
だ
が
、
こ
の
型
の
説
話
の
受
容
範
囲
は
、
主
に
東
南
ア
ジ
ア
、
イ
ン
ド
の
一
部
地
域
、

及
び
中
国
珠
江
流
域
（
6
）と

い
っ
た
南
中
国
、
い
わ
ゆ
る
百
越
文
化
圏
を
中
心
と
す
る
。

　
そ
も
そ
も
処
女
が
〈
生
卵
型
・
卵
を
産
む
生
母
型
〉
と
中
年
女
性
に
よ
る
〈
拾
卵
型
・
卵
を
拾
う
養
母
型
〉
の
二
タ
イ
プ
の
話
型

は
、
根
本
的
に
異
な
る
も
の
だ
と
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。
以
下
〈
拾
卵
型
・
卵
を
拾
う
養
母
型
〉
に
つ
い
て
、
代
表
的
な
説
話
を
取

り
上
げ
な
が
ら
、
東
南
ア
ジ
ア
及
び
南
中
国
に
お
け
る
龍
母
卵
生
伝
説
の
様
相
を
見
て
い
き
た
い
。

二
　〈
拾
卵
型
・
卵
を
拾
う
養
母
型
〉
龍
母
卵
生
説
話
の
諸
相

（
以
下
の
論
述
中
に
は
多
く
の
国
と
地
域
、
ま
た
河
川
及
び
地
名
等
が
出
て
く
る
た
め
、
次
の
自
作
の
地
図
と
卵
生
説
話
の
各
型

の
分
布
図
を
参
考
に
、
本
稿
を
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。）

先
ず
、
中
国
最
古
の
龍
母
卵
生
伝
説
と
よ
く
紹
介
さ
れ
る
話
を
見
て
み
た
い
。
三
〜
四
世
紀
の
六
朝
・
劉
宋
年
間
、
沈
懐
遠
撰
『
南

越
志
（
7
）』「

端
渓
温
媼
」
の
話
で
あ
る
。

①
昔
有
温
氏
媼
者
、
端
渓
人
也
。
居
常
澗
中
、
捕
魚
以
資
日
給
。
忽
於
水
側
遇
一
卵
、
大
如
斗
、
乃
将
帰
置
器
中
。
経
十
日
許
、
有
一 
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物
如
守
宮
、
長
尺
餘
、
穿
卵
而
出
、
因
任
其
去
留
。
稍
長
二
尺
、
便
能
入
水
捕
魚
、

日
得
十
余
頭
。
稍
長
五
尺
許
、
得
魚
漸
多
。
常
遊
波
水
、
縈
洄
媼
側
。
媼
后
治
魚
、

誤
断
其
尾
、
遂
逡
巡
而
去
、
数
年
乃
還
。
媼
見
其
輝
色
炳
耀
、
謂
曰
、「
龍
子
今
復
来

也
。」
因
盤
旋
遊
戯
、
親
馴
如
初
。
秦
始
皇
聞
之
曰
「
此
龍
子
也
、
朕
徳
之
所
致
。」

乃
使
以
元
珪
之
礼
聘
媼
。
媼
恋
土
、
不
以
爲
楽
。
至
始
興
江
、
去
端
渓
千
餘
里
、
龍

輒
引
船
還
、
不
逾
夕
、
至
本
所
。
如
此
数
四
、
使
者
懼
而
卒
。
止
不
能
召
媼
。
媼
殞
、

瘞
於
江
陰
。
龍
子
常
爲
大
波
至
墓
側
、
縈
浪
轉
沙
以
成
墳
、
人
謂
之
掘
尾
龍
。
今

人
謂
船
爲
龍
掘
尾
、
即
此
也
。

端
渓
に
住
む
温
氏
と
い
う
老
婆
は
、
常
に
谷
間
で
魚
を
捕
っ
て
暮
ら
し
て
い
た
。
あ
る
日
、

水
辺
で
大
き
さ
二
升
ほ
ど
の
卵
を
拾
っ
た
。
そ
れ
を
家
に
持
ち
帰
り
、
器
の
中
に
入
れ
て
十

日
ば
か
り
経
つ
と
、
中
か
ら
守
宮
（
ヤ
モ
リ
）
の
よ
う
な
生
き
物
が
生
ま
れ
た
（
傍
線
）。
そ

れ
は
成
長
す
る
に
つ
れ
、
水
中
か
ら
た
く
さ
ん
の
魚
を
と
っ
て
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
つ

も
老
婆
の
周
り
で
水
遊
び
を
し
て
い
た
が
、
あ
る
日
の
こ
と
、
老
婆
が
不
注
意
で
そ
の
尻
尾

を
切
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
を
期
に
、
戸
惑
い
な
が
ら
も
老
婆
の
元
か
ら
去
っ
た
が
、
数
年
後
再
び
戻
っ
て
き
た
（
波
線
）。
老
婆
は
そ
の

立
派
な
姿
か
ら
そ
の
子
の
こ
と
を
「
龍
子
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
し
、
関
係
は
元
通
り
に
な
っ
た
。
都
に
住
む
秦
の
始
皇
帝
が
、
あ
る
時
こ
の
噂

話
を
聞
き
つ
け
、
龍
子
の
出
現
は
自
分
の
徳
の
表
れ
だ
と
言
い
、
使
者
に
皇
后
と
し
て
招
く
た
め
の
元
珪
（
瑞
玉
）
を
も
た
せ
、
端
渓
に
龍

母
を
迎
え
る
よ
う
派
遣
し
た
。
し
か
し
老
婆
は
郷
土
を
離
れ
た
く
な
く
、
嫌
々
な
が
ら
上
京
し
た
。
そ
の
途
中
、
始
興
江
で
、
龍
子
が
何
回

も
現
わ
れ
、
老
婆
の
乗
っ
た
船
を
引
き
戻
そ
う
と
し
た
。
こ
の
た
め
、
使
者
が
恐
怖
の
あ
ま
り
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
結
局
、
老
婆
は
五
嶺
（
8
）を

越
え
る
こ
と
な
く
、
故
郷
に
戻
っ
た
。
老
婆
が
死
ん
だ
後
、
村
人
は
江
の
西
側
に
墓
を
作
っ
て
あ
げ
た
が
、
龍
子
も
度
々
大
き
な
波
を
起
こ

し
、
河
の
砂
等
を
巻
き
込
ん
で
墓
を
作
っ
て
、
墓
参
り
に
来
た
（
傍
線
）。
人
々
は
そ
の
龍
子
を
「
掘
尾
龍
」
と
呼
ん
だ
。
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こ
の
話
は
、
秦
の
始
皇
帝
時
代
の
南
越
地
方
の
端
渓
（
現
在
の
広
西
壮
族
自
治
区
梧
州
市
東
南
部
の
徳
慶
）
を
舞
台
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
龍
子
と
養
母
で
あ
る
老
婆
と
の
親
子
愛
が
中
心
に
語
ら
れ
る
が
、
今
回
は
端
渓
地
方
と
始
興
江
（
今
の
広
東
省
韶
関
市
北

東
あ
た
り
）
と
い
う
地
名
に
注
目
し
た
い
。
ま
た
、
地
元
の
人
が
船
の
こ
と
を
「
龍
掘
尾
」
と
言
う
よ
う
に
な
っ
た
（
破
線
）
と
い

う
起
源
説
に
、
南
越
地
域
の
水
上
生
活
者
の
間
に
伝
承
さ
れ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
点
も
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

　
次
に
、
九
世
紀
頃
の
唐
昭
宗
時
代
の
広
州
司
馬
・
劉
恂
撰
『
嶺
表
録
異
』
巻
上
の
「
悦
城
温
媼
」
と
い
う
類
話
を
取
り
上
げ
る
。

　 

　
②
温
媼
者
、
即
康
州
悦
城
県
孀
婦
也
。
績
布
爲
業
、
嘗
於
野
岸
拾
菜
、
見
沙
草
中
有
五
卵
、
遂
收
帰
置
績
筐
中
。
不
数
日
、
忽

見
五
小
蛇
殻
、
一
斑
四
青
。
遂
送
於
江
次
、
固
無
意
望
報
也
。
媼
常
濯
浣
於
江
辺
、
忽
一
日
魚
出
水
、
跳
躍
戯
於
媼
前
。
自
爾
為

常
、
漸
有
知
者
。
郷
里
咸
謂
之
龍
母
、
敬
而
事
之
。
或
詢
以
災
福
、
亦
言
多
徴
応
。
自
是
媼
亦
漸
豊
足
。
朝
廷
知
之
、
遣
使
徴
入

京
師
。
至
全
義
嶺
有
疾
、
却
返
悦
城
而
卒
。
郷
里
共
葬
之
江
東
岸
。
忽
一
夕
、
天
地
暝
晦
、
風
雨
随
作
、
及
明
已
移
其
塚
、
並
四

面
草
木
。
悉
移
於
西
岸
矣
。

温
と
い
う
老
婆
は
、
康
州
府
（
現
在
の
広
西
壮
族
自
治
区
梧
州
市
東
南
部
の
徳
慶
（
9
））
の
悦
城
の
寡
婦
で
あ
る
。
織
物
を
し
て
生
計
を
た
て

て
い
た
が
、
あ
る
日
岸
辺
で
野
菜
を
拾
っ
て
い
る
う
ち
に
、
浅
瀬
の
草
む
ら
に
五
つ
の
卵
を
見
つ
け
た
。
筐
に
入
れ
て
持
ち
帰
っ
た
と
こ
ろ
、

数
日
後
五
匹
の
小
さ
な
蛇
が
殻
か
ら
出
て
き
た
。
一
匹
は
斑
の
模
様
で
、
四
匹
は
黒
色
で
あ
っ
た
（
傍
線
）。
老
婆
は
蛇
を
川
岸
に
送
り
届

け
た
が
、
報
恩
な
ど
全
く
期
待
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
後
も
い
つ
も
と
同
じ
よ
う
に
河
辺
で
洗
濯
等
を
し
て
い
る
と
、
あ
る
日
突
然
魚
が

水
面
に
出
て
き
て
、
老
婆
の
前
で
跳
び
は
ね
な
が
ら
踊
っ
た
。
暫
く
こ
の
よ
う
な
状
況
が
続
き
、
次
第
に
周
り
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

郷
里
の
人
々
は
み
ん
な
老
婆
を
「
龍
母
」
と
呼
び
、
敬
う
よ
う
に
な
っ
た
（
波
線
）。
ま
た
、
人
々
が
吉
凶
を
占
っ
て
も
ら
う
と
、
不
思
議

な
く
ら
い
よ
く
当
る
た
め
、
老
婆
の
生
活
は
段
々
豊
か
に
な
っ
た
。
朝
廷
が
そ
の
こ
と
を
知
り
、
使
者
を
派
遣
し
て
、
宮
中
に
召
し
上
げ
る

こ
と
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
全
義
嶺
（
今
の
広
西
壮
族
自
治
区
桂
林
市
北
東
に
あ
る
霊
渠
あ
た
り
に
横
た
わ
る
嶺
）
に
辿
り
着
い
た
と
こ
ろ
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で
病
に
か
か
っ
て
し
ま
い
、
嶺
を
越
え
る
こ
と
な
く
、
郷
里
の
悦
城
に
帰
っ
た
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
郷
里
の
人
々
は
老
婆
を
江
の
東

岸
に
葬
っ
た
。
あ
る
日
の
夕
方
、
突
然
天
地
が
真
っ
黒
に
な
り
、
風
雨
が
こ
の
地
を
襲
っ
た
。
翌
朝
に
な
っ
て
み
る
と
、
老
婆
お
墓
も
含
め
、

周
り
の
草
木
も
、
全
部
江
の
西
岸
に
移
っ
て
い
た
と
い
う
（
傍
線
）。

　
前
話
と
比
べ
る
と
、
拾
わ
れ
る
卵
が
五
つ
で
あ
る
こ
と
、
龍
子
が
現
わ
れ
な
い
こ
と
、
老
婆
の
墓
が
一
晩
で
移
動
す
る
こ
と
等
が

異
な
る
が
、
そ
の
他
の
プ
ロ
ッ
ト
（
構
成
）
は
よ
く
似
て
い
る
。
舞
台
と
な
る
「
康
州
府
悦
城
」
と
「
全
義
嶺
」
に
つ
い
て
は
、
地

名
は
異
な
る
も
の
の
、
文
化
圏
は
同
じ
嶺
南
地
域
で
あ
る
。
ま
た
、
広
州
刺
史
の
劉
恂
が
編
撰
し
た
当
地
の
『
嶺
表
録
異
』
に
集
録

さ
れ
て
い
る
。
現
在
、
こ
の
梧
州
地
区
に
は
「
五
龍
子
」
の
信
仰
が
残
る
）
10
（

。

　
時
代
が
下
っ
て
若
干
の
変
容
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
こ
の
龍
母
伝
説
は
、
同
じ
地
域
の
話
と
し
て
脈
々
と
伝
え
ら
れ
て
い
く
。
そ

の
様
相
は
、
清
代
・
屈
大
均
撰
『
広
東
新
語
』
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
本
書
の
巻
六
「
神
語
篇
」
に
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

　 

　
③
龍
母
温
夫
人
者
、
晋
康
程
水
人
也
。
秦
始
皇
嘗
遣
使
尽
礼
致
聘
、
将
納
夫
人
后
宮
。
夫
人
不
楽
、
使
者
敦
迫
上
道
。
行
至
始

安
、
一
夕
龍
引
所
乗
船
還
程
水
。
使
者
復
往
、
龍
復
引
船
以
帰
。
夫
人
没
、
葬
西
源
上
。
龍
嘗
爲
大
波
、
縈
浪
轉
沙
以
成
墳
。
会

大
風
雨
、
墓
移
江
北
。
毎
洪
水
淹
没
、
四
周
皆
濁
、
而
近
墓
数
尺
独
清
。
墓
之
南
有
山
、
天
将
雨
、
雲
気
必
先
群
山
而
出
。
樹
林

陰
翳
、
有
数
百
年
古
木
。
人
不
敢
伐
、
以
夫
人
有
神
霊
其
間
云
。

　 

　
夫
人
姓
蒲
、
誤
作
温
。
然
其
墓
当
霊
渓
水
口
。
霊
渓
一
名
温
水
、
以
夫
人
姓
温
故
名
。
或
曰
、
温
者
、
媼
之
訛
也
。
夫
人
故
称

蒲
媼
、
又
称
媼
龍
。
唐
李
紳
詩
、
風
水
多
虞
祝
媼
龍
。
然
媼
非
生
龍
者
也
、
得
大
卵
而
畜
之
、
龍
子
出
焉
。
養
之
以
飲
食
物
、
龍

得
長
大
。
蓋
古
之
豢
龍
氏
也
。
始
皇
以
爲
神
、
遣
使
迎
媼
。
以
嘗
聞
徐
福
言
、
海
神
之
使
者
銅
色
而
龍
形
、
光
上
照
天
。
意
媼
其

同
類
也
。
求
三
神
山
患
且
去
、
船
風
輒
引
而
去
、
豈
亦
龍
之
所
爲
也
。
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龍
母
温
夫
人
は
、
晋
康
郡
（
現
在
の
広
西
壮
族
自
治
区
梧
州
市
東
南
部
、
徳
慶
あ
た
り
）
の
程
水
の
人
で
あ
る
。
秦
の
始
皇
帝
は
か
つ
て

使
者
を
派
遣
し
て
礼
を
も
っ
て
后
宮
に
招
待
し
た
が
、
夫
人
は
喜
ば
ず
、
無
理
矢
理
船
に
乗
せ
た
。
途
中
の
始
安
（
傍
線
。
現
在
の
広
西
壮

族
自
治
区
桂
林
地
区
）
に
着
い
た
あ
る
日
、
夕
方
に
龍
が
現
わ
れ
、
龍
母
の
乗
っ
た
船
を
故
郷
に
曳
き
戻
そ
う
と
し
た
（
波
線
）。
使
者
は

そ
れ
を
無
視
し
て
再
び
進
め
る
が
、
龍
も
諦
め
ず
結
局
故
郷
へ
曳
き
戻
し
た
。
夫
人
が
亡
く
な
っ
た
後
、
西
江
の
上
流
の
西
側
に
埋
葬
し
た

が
、
龍
が
大
き
な
波
を
起
こ
し
、
河
の
砂
等
を
巻
き
込
ん
で
墓
を
作
っ
た
。
ひ
ど
い
風
雨
に
あ
い
、
龍
母
の
墓
は
河
の
北
側
に
移
っ
た
。
そ

の
後
洪
水
が
来
る
度
に
、
墓
の
周
り
は
水
没
し
、
濁
っ
た
水
に
覆
わ
れ
た
が
、
墓
前
の
数
尺
の
水
は
清
ら
か
な
ま
ま
だ
っ
た
。
墓
の
南
に
山

が
あ
る
が
、
雨
が
降
る
前
に
は
必
ず
先
に
雲
が
で
て
く
る
。
ま
た
樹
木
が
茂
り
数
百
年
の
老
木
も
あ
る
が
、
人
々
は
祟
り
を
畏
れ
、
伐
採
を

嫌
が
る
。
地
元
の
人
々
は
、
夫
人
の
神
霊
が
宿
っ
て
い
る
と
言
い
伝
え
て
い
る
。

　
夫
人
の
本
当
の
姓
は
蒲
で
、
誤
っ
て
温
と
書
く
。
そ
の
墓
は
霊
渓
（
端
渓
・
徳
慶
の
南
、
西
江
の
支
流
の
ひ
と
つ
で
あ
る
霊
渓
水
）
の
水

口
に
あ
る
が
、
霊
渓
の
も
う
一
つ
の
名
が
温
水
で
あ
る
の
で
、
夫
人
の
姓
も
温
と
し
た
よ
う
だ
。
あ
る
説
で
は
、
温
は
媼
の
訛
り
で
あ
る
と

も
さ
れ
る
。
夫
人
の
故
称
は
蒲
媼
で
あ
り
、
又
媼
龍
と
も
称
す
。
唐
代
の
李
紳
の
詩
に
は
「
風
水
に
恐
れ
多
く
、
媼
龍
に
捧
ぐ
祈
り
の
言
葉
」

と
い
う
が
、
媼
は
龍
を
生
む
者
で
は
な
い
。
大
き
な
卵
を
得
て
世
話
を
し
た
と
こ
ろ
、
龍
子
が
生
ま
れ
た
の
だ
。
飲
食
を
さ
せ
て
養
い
、
龍

子
は
大
き
く
成
長
し
た
。
つ
ま
り
古
代
の
豢
龍
氏
（
龍
の
飼
育
役
）
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
（
点
線
）。
始
皇
帝
は
こ
れ
を
不
思
議
に
思
い
、

使
者
を
派
遣
し
て
媼
を
迎
え
よ
う
と
し
た
。
か
つ
て
徐
福
か
ら
「
海
神
の
使
者
は
銅
色
の
龍
の
形
を
し
て
お
り
、
光
は
天
を
照
ら
す
ほ
ど
だ
」

と
聞
い
て
い
た
の
で
、
媼
が
龍
の
仲
間
だ
と
思
っ
た
の
だ
。
三
神
山
に
辿
り
着
こ
う
に
も
、
風
に
曳
き
戻
さ
れ
る
。
皆
龍
の
仕
業
だ
と
思
っ

た
に
違
い
な
い
。

　
こ
の
話
で
は
、
後
半
の
人
名
に
対
す
る
解
釈
等
は
①
②
と
異
な
る
が
、
主
な
内
容
に
変
化
は
な
く
、
二
話
と
同
類
で
あ
る
こ
と
が

分
か
る
。
広
東
出
身
で
あ
る
撰
者
は
、
解
説
の
中
で
、
史
記
や
唐
詩
等
の
文
献
を
引
用
し
な
が
ら
、
温
媼
は
豢
龍
氏
（
龍
を
飼
育
す

る
人
）
で
あ
り
、
海
神
の
使
者
で
も
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
龍
母
墓
に
関
す
る
詳
細
な
記
述
は
、
大
変
興
味
深
い
。
洪

水
が
来
て
、
周
辺
の
水
が
濁
っ
て
も
、
墓
前
の
数
尺
は
き
れ
い
な
ま
ま
で
あ
り
、
墓
の
南
側
の
山
は
、
雨
天
の
際
必
ず
他
の
山
よ
り
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先
に
雲
気
が
上
が
る
と
い
う
。
ま
た
、
龍
母
墓
の
周
り
に
繁
っ
た
百
年
以
上
の
老
木
は
龍
母
の
神
霊
で
あ
る
た
め
、
伐
採
す
る
こ
と

を
禁
止
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
秦
の
始
皇
帝
時
代
か
ら
近
代
ま
で
続
く
、
地
元
の
人
々
の
龍
母
信
仰
の
姿
が
そ
こ
に
あ
る
）
11
（

。

三
　〈
生
卵
型
〉
＋
〈
拾
卵
型
〉
の
混
在
す
る
龍
母
卵
生
説
話
の
諸
相

　『
南
越
志
』（
①
の
出
典
）
よ
り
百
年
近
く
早
い
時
代
に
成
立
し
た
書
物
に
、
や
や
異
な
る
様
相
の
卵
生
説
話
が
あ
る
。
そ
れ
は
晋
・

張
華
撰
『
博
物
誌
』
巻
八
「
異
聞
」
の
〈
徐
偃
王
〉
で
あ
る
。

　 

　
④
徐
偃
王
志
云
、
徐
君
宮
人
娠
而
生
卵
。
以
為
不
祥
、
棄
之
水
濱
。
独
孤
母
有
犬
名
鵠
蒼
、
猟
於
水
濱
。
得
所
棄
卵
、
銜
以
来

帰
。
独
孤
母
以
為
異
、
乃
覆
暖
之
、
遂
孵
成
児
。
生
時
正
偃
、
故
以
為
名
。
徐
君
宮
中
聞
之
、
乃
更
録
取
收
養
。
長
而
仁
智
、
襲

君
徐
国
。
後
鵠
蒼
臨
死
、
生
角
而
九
尾
、
実
黄
龍
也
。
偃
王
葬
之
徐
界
中
、
今
見
有
狗
壟
云
。

　
　
徐
国
の
宮
人
が
妊
娠
し
て
卵
を
生
ん
だ
が
、
不
祥
と
し
て
水
辺
に
棄
て
ら
れ
た
（
二
重
線
）。
独
孤
母
と
い
う
老
婆
は
鵠
蒼
と
い
う
名
の

犬
を
飼
っ
て
い
た
が
、
こ
の
犬
が
卵
を
見
つ
け
、
く
わ
え
て
帰
っ
て
き
た
。
独
孤
母
は
大
変
不
思
議
に
思
っ
た
が
、
覆
う
よ
う
に
し
て
そ
の

卵
を
暖
め
た
と
こ
ろ
、
遂
に
孵
化
し
て
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
（
傍
線
）。
生
ま
れ
た
時
が
ち
ょ
う
ど
昼
頃
だ
っ
た
た
め
、「
偃
」
と
名
付
け
た
。

宮
中
で
は
こ
の
話
を
聞
き
つ
け
、
引
き
取
っ
て
養
育
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
偃
は
成
長
し
、
仁
義
と
英
知
に
溢
れ
た
大
人
に
な
っ
た
た
め
、

徐
国
の
君
主
と
し
て
跡
を
嗣
い
た
。
後
に
、
あ
の
犬
の
鵠
蒼
が
死
ぬ
前
、
角
が
生
え
九
つ
の
尻
尾
を
持
つ
黄
龍
に
変
身
し
た
と
い
う
（
波
線
）。

又
偃
王
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
、
徐
の
国
の
界
に
葬
っ
た
が
、
今
も
そ
こ
に
狗
の
墓
が
あ
る
と
い
う
。

　「
徐
偃
王
」
が
流
布
す
る
地
域
は
、
嶺
南
地
域
で
は
な
く
、
淮
河
流
域
）
12
（

の
下
流
に
位
置
す
る
徐
の
国
（
現
在
の
安
徽
省
洪
沢
湖
周
辺
）

で
あ
る
。
本
話
は
、
徐
君
の
宮
人
が
妊
娠
し
て
卵
を
生
む
〈
卵
を
生
む
生
母
型
〉
の
卵
生
伝
説
で
あ
る
。
水
辺
に
棄
て
ら
れ
た
卵
は
、

鵠
蒼
と
い
う
名
の
犬
を
飼
っ
て
い
た
独
孤
母
に
拾
わ
れ
、
立
派
に
育
て
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
話
の
後
半
は
〈
卵
を
拾
う
養
母
型
〉
に
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属
す
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
話
に
は
龍
蛇
類
の
子
ど
も
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
存
在
し
な
い
が
、
卵
を
発
見
し
た
犬
が
死
ぬ
前
、
角
が

生
え
九
つ
の
尻
尾
を
持
つ
黄
龍
に
変
身
し
た
箇
所
に
、
龍
族
と
の
関
わ
り
が
窺
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
生
母
と
養
母
の
両
話
型
が
同
時
に
登
場
す
る
説
話
は
、
朝
鮮
半
島
に
も
数
多
く
見
ら
れ
る
。
代
表
的
な
も
の
は
、
古

代
高
句
麗
の
話
、
六
世
紀
頃
北
斉
・
魏
收
撰
『
魏
書
』
巻
百
「
高
句
麗
伝
」
に
所
収
す
る
〈
朱
蒙
〉
で
あ
る
。

　 

　
⑤
語
高
句
麗
者
、
出
於
夫
餘
。
自
言
先
祖
朱
蒙
。
朱
蒙
母
河
伯
女
、
為
夫
餘
王
閉
於
室
中
。
照
為
日
所
、
引
身
避
之
、
日
影
又

逐
、
既
而
有
孕
。
生
一
卵
、
大
如
五
升
。（
中
略
）
其
母
以
物
裏
之
、
置
於
暖
処
、
有
一
男
破
穀
而
出
。
及
其
長
也
、
字
之
曰
朱
蒙
。

（
中
略
）
棄
夫
餘
東
南
走
、
中
道
遇
一
大
水
。
欲
済
無
梁
。
夫
餘
人
追
之
甚
急
。 

朱
蒙
告
水
曰
、
我
是
日
子
、
河
伯
外
孫
。
今
日

逃
走
、
追
兵
垂
及
、
如
何
得
済
。
於
是
魚
鼈
並
浮
為
之
成
橋
、
朱
蒙
得
渡
。
魚
鼈
乃
解
、
追
騎
不
得
渡
、
朱
蒙
遂
至
普
述
。

高
句
麗
の
初
代
の
王
・
朱
蒙
の
母
は
河
伯
の
娘
で
あ
る
。
夫
餘
王
に
室
の
中
に
幽
閉
さ
れ
、
日
の
光
に
当
る
こ
と
で
妊
娠
し
、
一
つ
の
大

き
さ
五
升
あ
ま
り
の
卵
を
生
ん
だ
。
そ
の
母
が
卵
の
上
に
物
掛
け
を
し
て
、
暖
か
い
と
こ
ろ
に
置
く
と
、
一
人
の
男
子
が
卵
の
穀
を
破
っ
て

出
て
き
た
。
成
長
し
た
彼
を
、
朱
蒙
と
名
付
け
た
（
傍
線
）。（
後
に
夫
餘
王
に
嫌
が
ら
れ
、
殺
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
た
め
、
母
親
の
助
け
で
）

宮
中
か
ら
東
南
に
逃
げ
た
が
、
そ
の
途
中
大
河
が
道
を
塞
ぎ
、
夫
餘
王
の
兵
が
後
ろ
に
迫
っ
て
き
た
。
そ
の
時
、
朱
蒙
は
河
に
向
か
っ
て
、

「
私
は
天
帝
の
子
ど
も
で
、
河
伯
の
孫
で
も
あ
る
。
今
日
逃
走
を
図
っ
た
が
、
兵
に
追
い
つ
か
れ
そ
う
だ
。
何
と
か
助
け
て
く
れ
」
と
叫
ん
だ
。

そ
こ
で
魚
や
鼈
が
水
面
に
浮
ん
で
橋
を
作
り
、
朱
蒙
を
渡
し
て
後
、
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
た
。
追
手
は
河
を
渡
る
こ
と
が
で
き
ず
、
朱
蒙
は
無

事
普
述
に
辿
り
着
い
た
。（
波
線
）。

こ
の
朱
蒙
に
関
す
る
最
古
の
記
録
は
、
三
九
一
年
頃
成
立
の
広
開
土
大
王
東
明
・
朱
蒙
碑
（
い
わ
ゆ
る
好
太
王
碑
）
の
碑
文
）
13
（

で
あ
る
。
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⑥
唯
昔
始
祖
鄒
牟
王
之
創
基
也
。
出
自
北
夫
餘
天
帝
之
子
、
母
河
伯
女
郎
。
剖
卵
降
世
、
生
而
有
聖
徳
。（
中
略
）
巡
幸
南
下
、

路
由
夫
餘
奄
利
大
水
、
王
臨
津
曰
、
我
是
皇
天
之
子
、
母
河
伯
女
郎
。
鄒
牟
王
為
我
連
葭
、
浮
亀
應
聲
即
為
連
葭
。
浮
亀
然
後
造

渡
。
於
沸
流
谷
忽
本
西
城
山
上
、
而
建
都
焉
。
不
楽
世
位
、
因
遣
黄
龍
来
下
迎
王
。
王
於
忽
本
東
、
履
龍
須
昇
天
。

鄒
牟
王
（
朱
蒙
の
同
音
字
）
は
、
そ
の
出
自
は
北
の
夫
餘
王
・
天
帝
の
子
で
あ
っ
て
、
そ
の
母
は
水
神
・
河
伯
の
娘
で
あ
る
。
卵
の
殻
を

破
っ
て
世
に
降
り
、
徳
の
あ
る
人
と
し
て
生
ま
れ
た
（
傍
線
）。
王
位
に
つ
い
た
が
、
最
終
的
に
王
位
に
執
着
が
な
い
た
め
、
天
か
ら
黄
龍

が
王
を
迎
え
に
き
た
。
そ
こ
で
朱
蒙
は
昇
天
し
た
と
い
う
（
波
線
）。

朱
蒙
は
母
・
河
伯
の
娘
（
水
神
の
娘
）
が
産
ん
だ
卵
か
ら
生
ま
れ
た
、
龍
の
子
孫
で
あ
る
。
本
話
に
は
卵
を
拾
う
養
母
の
姿
は
な

い
、
生
卵
型
だ
け
の
龍
母
卵
生
説
話
で
あ
る
。

一
方
、
以
下
に
記
す
一
一
四
五
年
成
立
の
高
麗
・
金
富
軾
撰
『
三
国
史
記
』
巻
一
「
新
羅
本
紀
」
所
収
〈
解
脱
王
〉
の
話
は
混
在

型
の
卵
生
説
話
で
あ
る
。

　 

　
⑦
語
解
脱
尼
師
、
姓
昔
。
初
其
国
王
娶
女
国
王
女
為
妻
。
有
娠
、
七
年
乃
生
大
卵
。
王
曰
、
人
而
生
卵
、
不
祥
也
。
宜
棄
之
。

其
女
不
忍
、
以
帛
裏
卵
。
並
宝
物
置
於
櫝
中
、
浮
於
海
、
任
其
所
往
。
至
金
官
国
海
辺
。
金
官
人
怪
之
、
不
取
。
又
至
辰
韓
阿
珍

浦
口
、
是
始
祖
赫
居
世
在
位
三
十
九
年
也
。
時
海
辺
老
母
、
以
縄
引
繋
海
岸
。
開
櫝
見
之
、
有
一
小
児
在
焉
。
其
母
取
養
之
、
及

壮
、
身
長
九
尺
、
風
神
秀
朗
、
智
識
過
人
。
或
曰
、
此
児
不
知
姓
氏
。
初
櫝
来
時
、
有
一
鵲
飛
鳴
而
随
之
、
宜
姓
鵲
字
、
以
昔
為

氏
。（
中
略
）
至
南
解
王
五
年
、
聞
其
賢
、
以
其
女
妻
之
。（
中
略
）
先
王
顧
命
曰
、
吾
死
後
、
無
論
子
婿
、
以
年
長
且
賢
者
継
位
。

是
以
寡
人
先
立
今
也
、
宜
伝
其
位
焉
。

　
解
脱
尼
師
の
姓
は
昔
で
あ
る
。
初
め
国
王
は
女
国
の
王
女
を
妻
と
し
て
娶
っ
た
が
、
妊
娠
し
て
七
年
目
、
よ
う
や
く
大
き
な
卵
を
生
ん
だ
。
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王
は
「
人
間
が
卵
を
生
む
事
は
不
祥
で
あ
り
、
そ
の
卵
は
棄
て
る
べ
き
だ
」
と
言
っ
た
。
そ
の
王
女
は
情
に
あ
つ
か
っ
た
た
め
、
帛
で
卵
を

つ
つ
み
、
宝
物
と
一
緒
に
蓋
の
あ
る
筥
に
入
れ
、
海
に
流
し
た
（
二
重
線
）。
そ
れ
は
金
官
国
の
海
辺
に
流
れ
着
い
た
が
、
金
官
の
人
は
怪

し
い
と
思
い
、
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
辰
韓
の
阿
珍
浦
口
に
流
れ
着
い
た
。
ち
ょ
う
ど
始
祖
・
赫
居
世
王
の
在
位
三
十
九
年
の
時

で
あ
る
。
そ
の
時
海
辺
に
老
母
が
い
て
、
縄
を
繋
げ
て
筥
を
海
岸
の
方
に
引
き
寄
せ
た
。
筥
を
開
け
て
み
る
と
、
一
人
の
小
さ
な
児
が
中
に

い
る
。
老
母
は
子
ど
も
を
引
き
取
っ
て
養
う
こ
と
に
し
た
。
そ
の
子
が
成
人
に
す
る
と
、
身
長
九
尺
余
り
、
気
質
は
大
変
優
れ
、
智
慧
や
見

識
も
普
通
の
人
よ
り
遙
か
に
上
と
な
っ
た
（
傍
線
）。
あ
る
人
が
「
こ
の
児
の
名
前
は
分
か
ら
な
い
」
と
言
っ
た
が
、
初
め
、
筥
が
流
れ
着

い
た
際
、
一
羽
の
鵲
が
鳴
い
て
飛
び
な
が
ら
彼
の
後
ろ
に
つ
い
て
き
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
鵲
と
い
う
姓
に
す
べ
き
と
い
う
こ
と
で
、
昔
と
い

う
氏
に
し
た
。
南
解
王
の
五
年
頃
に
、
彼
の
賢
し
さ
を
聞
き
、
南
解
王
は
娘
を
彼
の
妻
と
し
て
送
っ
た
。
な
お
先
王
は
遺
言
と
し
て
「
私
が

死
ん
だ
後
、
子
や
婿
を
問
わ
ず
、
年
長
に
し
て
賢
い
者
に
位
を
継
ご
う
」
と
言
い
、
王
位
を
娘
婿
の
彼
に
譲
っ
た
と
い
う
（
波
線
）。

　
本
話
で
も
、
南
方
の
女
人
国
の
王
女
が
妊
娠
し
た
後
、
大
き
な
卵
を
生
む
。
こ
の
卵
は
国
王
に
不
吉
と
判
断
さ
れ
、
綺
麗
な
箱
に

入
れ
て
、
海
に
棄
て
ら
れ
た
。
そ
の
後
辰
韓
の
阿
珍
の
浦
口
に
流
れ
つ
い
た
箱
は
、
海
辺
の
老
母
に
拾
わ
れ
た
。
そ
の
箱
か
ら
出
て

き
た
男
子
が
龍
の
子
か
ど
う
か
は
明
記
さ
れ
な
い
が
、
後
に
王
女
と
結
婚
し
て
王
位
を
継
ぐ
こ
と
か
ら
、
龍
王
の
血
脈
を
引
い
て
い

る
と
理
解
で
き
る
。
王
権
と
卵
生
の
両
要
素
が
揃
う
異
常
誕
生
説
話
は
、
王
権
と
龍
等
水
族
と
の
深
い
関
わ
り
を
示
し
て
お
り
、
特

に
東
ア
ジ
ア
や
朝
鮮
半
島
の
卵
生
説
話
に
は
そ
の
傾
向
が
強
い
）
14
（

。
　
　

こ
の
よ
う
に
環
東
シ
ナ
海
の
淮
河
近
く
の
洪
沢
湖
と
朝
鮮
半
島
に
は
、〈
卵
を
生
む
生
母
型
〉
と
〈
卵
を
拾
う
養
母
型
〉
の
混
在

す
る
卵
生
説
話
が
存
在
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
も
卵
か
ら
人
間
の
姿
の
子
ど
も
（
後
の
王
）
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ

ら
混
在
型
の
卵
生
説
話
の
中
に
は
、
直
接
龍
母
や
龍
子
と
い
っ
た
表
現
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
卵
を
拾
っ
た
犬
が
最
後
に

龍
の
姿
に
な
る
と
い
う
独
特
の
展
開
も
、
卵
に
感
化
さ
れ
た
の
か
、
老
母
と
共
に
も
と
も
と
龍
母
的
要
素
を
含
ん
で
い
た
の
か
、
い

ろ
い
ろ
な
想
像
を
か
き
立
て
る
も
の
で
、
大
変
興
味
深
い
。
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な
お
、
王
権
と
は
関
係
が
無
い
が
、
卵
か
ら
人
間
の
姿
で
生
ま
れ
、
養
母
に
育
て
ら
れ
た
者
が
水
を
支
配
す
る
能
力
を
持
つ
説
話

も
あ
る
。
晋
・
干
宝
撰
『
捜
神
記
』
巻
十
四
の
「
撅
児
化
蛇
」
の
話
で
あ
る
。

　　 

　
⑧
晋
懐
帝
永
嘉
中
、
有
韓
媼
者
、
於
野
中
見
巨
卵
、
持
帰
育
之
、
得
嬰
児
、
字
曰
撅
児
。
方
四
歳
、
劉
淵
築
平
陽
城
不
就
、
募

能
城
者
。
撅
児
応
募
、
因
変
為
蛇
、
令
媼
遺
灰
誌
其
后
。
謂
媼
曰
「
凭
灰
築
城
、
城
可
立
就
」。
竟
如
所
言
。
淵
怪
之
、
遂
投
入

山
穴
間
、
露
尾
数
寸
。
使
者
斬
之
、
忽
有
泉
出
穴
中
。
匯
為
池
、
因
名
「
金
竜
池
」。 

　

晋
の
懐
帝
・
永
嘉
年
間
（
三
〇
七
〜
三
一
二
年
）
に
、
韓
と
い
う
老
婆
が
、
野
原
で
大
き
な
卵
を
見
つ
け
た
。
持
ち
帰
っ
て
育
て
る
と
嬰

児
が
生
ま
れ
た
の
で
、「
撅
児
」
と
名
付
け
た
（
傍
線
）。
撅
児
が
四
歳
に
な
っ
た
頃
、
当
時
の
君
主
劉
淵
が
平
陽
（
現
在
の
山
西
臨
汾
市
の
西
）

に
築
城
を
行
っ
た
が
、
な
か
な
か
上
手
く
い
か
ず
、
城
を
作
る
匠
を
募
集
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
撅
児
が
応
募
し
、
蛇
に
変
身
し
て
、

後
ろ
に
従
わ
せ
た
老
婆
に
這
っ
た
跡
に
灰
を
播
い
て
、
印
を
付
け
さ
せ
た
。
更
に
老
婆
に
「
灰
の
跡
に
城
を
築
け
ば
、
必
ず
建
つ
」
と
言
っ

た
（
波
線
）。
言
わ
れ
た
と
お
り
に
す
る
と
、
本
当
に
城
が
建
っ
た
。
劉
淵
は
こ
の
こ
と
を
怪
し
く
思
い
、
蛇
（
撅
児
）
を
山
の
穴
に
投
げ

込
ん
だ
。
蛇
の
尻
尾
が
数
寸
ほ
ど
穴
の
外
に
残
っ
た
た
め
、
使
者
が
そ
れ
を
斬
り
取
っ
た
と
こ
ろ
、
突
然
穴
か
ら
泉
が
湧
出
し
、
集
ま
っ
て

池
と
な
っ
た
。
名
前
を
「
金
竜
池
」
と
言
う
（
点
線
）。

　
本
話
は
帝
王
異
常
誕
生
譚
と
は
全
く
無
縁
で
あ
る
が
、
巨
大
な
卵
か
ら
生
ま
れ
た
子
ど
も
に
は
水
神
の
色
合
い
が
濃
厚
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
卵
か
ら
生
ま
れ
た
子
ど
も
は
龍
蛇
の
子
孫
（
化
身
）
で
あ
る
が
故
に
、
水
源
を
知
り
、
井
戸
を
掘
っ
た
り
、
城
を
建
築
す

る
技
術
に
長
け
て
い
る
事
を
窺
わ
せ
る
）
15
（

。

④
か
ら
⑧
の
よ
う
な
出
典
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
卵
生
説
話
の
例
は
、
い
ず
れ
も
四
〜
六
世
紀
の
間
に
成
立
し
た
も
の
だ
が
、
環

東
シ
ナ
海
中
心
の
地
域
に
流
布
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
な
ぜ
秦
・
漢
頃
の
話
と
さ
れ
る
〈
卵
を
拾
う
養
母
型
〉
の
龍
母
卵
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生
説
話
は
、
華
南
地
域
を
舞
台
と
し
た
の
か
、
な
ぜ
北
方
で
は
〈
卵
を
産
む
生
母
型
〉
と
〈
卵
を
拾
う
養
母
型
〉
の
混
在
型
の
伝
説

に
な
る
の
か
。
そ
こ
に
は
、
西
の
異
民
族
が
次
第
に
中
央
政
権
を
取
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
度
重
な
る
戦
乱
に
よ
り
諸
民
族
が
大
移

動
し
た
こ
と
が
関
連
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
後
詳
細
に
述
べ
る
が
、
南
方
系
の
龍
母
卵
生
神
話
を
伝
え
る
民
族
の
存
在
が
大
き

な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

四
　
チ
ベ
ッ
ト
高
原
及
び
そ
の
周
辺
の
龍
母
伝
説

前
述
し
た
中
国
の
南
方
、
特
に
珠
江
流
域
を
中
心
に
見
ら
れ
る
〈
卵
を
拾
う
養
母
型
〉
の
龍
母
伝
説
は
、
秦
・
漢
時
代
の
頃
と

さ
れ
る
た
め
、
古
態
を
残
し
て
い
る
と
考
え
る
。
こ
の
地
域
は
古
く
か
ら
文
字
を
持
た
な
い
故
、
今
日
確
認
で
き
る
も
の
は
類
書
に

残
さ
れ
る
断
片
的
な
地
方
志
の
記
録
以
外
、
僅
か
に
六
朝
の
古
小
説
や
隋
・
唐
代
以
後
嶺
南
地
方
に
流
罪
さ
れ
た
一
部
の
知
識
人
に

よ
っ
て
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
中
国
の
資
料
編
纂
は
、
高
文
化
で
あ
る
漢
民
族
の
政
権
を
中
心
に
史
料
を
記
す
も
の
だ

と
の
考
え
で
薦
め
ら
れ
る
。
唐
代
以
前
の
嶺
南
地
域
は
未
開
化
の
地
で
あ
る
た
め
、
漢
民
族
政
権
に
と
っ
て
は
、
単
に
珍
物
等
を
献

上
す
る
附
属
国
に
過
ぎ
ず
、
ま
と
ま
っ
た
「
文
献
」
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
今
日
に
至
っ
て
も
、
西
南
地
域
に
住
む
各
少
数

民
族
の
伝
承
は
、
口
頭
的
な
資
料
が
多
い
の
も
そ
こ
に
一
因
が
あ
る
。

そ
れ
ら
の
要
因
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
ま
で
東
南
ア
ジ
ア
や
中
国
の
西
南
少
数
民
族
に
〈
卵
を
拾
う
養
母
型
〉
の
龍
母

伝
説
が
、
長
く
言
い
伝
え
ら
れ
、
広
い
地
域
に
信
仰
さ
れ
る
理
由
は
、
一
体
何
故
で
あ
ろ
う
。
以
下
様
々
な
角
度
か
ら
そ
の
理
由
を

探
っ
て
み
た
い
。

ま
ず
中
国
の
西
南
少
数
民
族
地
域
に
目
を
向
け
た
い
。
チ
ベ
ッ
ト
高
原
の
諸
々
の
山
脈
か
ら
溶
け
た
雪
水
は
、
北
や
東
に
流
れ
る

と
、
揚
子
江
（
中
国
は
長
江
と
い
う
）
と
な
る
。
西
南
方
面
に
も
い
く
つ
の
大
河
が
あ
り
、
最
後
は
珠
江
と
な
っ
て
南
海
に
注
ぐ
。

こ
の
広
大
な
珠
江
流
域
は
、
地
理
上
独
立
し
た
文
化
圏
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
文
化
圏
に
中
国
最
大
の
少
数
民
族
で
あ
る
壮
族
（
百

越
の
一
つ
）
の
先
祖
が
代
々
生
活
し
て
い
る
。
壮
族
は
お
よ
そ
二
千
年
前
か
ら
、
西
は
雲
貴
高
原
と
繋
が
り
、
北
は
五
嶺
山
脈
が
横
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た
わ
り
、
中
部
に
は
広
西
壮
族
自
治
区
と
広
東
省
の
二
つ
の
丘
陵
が
弧
を
描
い
て
連
な
り
、
多
く
の
山
脈
に
囲
ま
れ
た
華
南
地
域
と

珠
江
流
域
で
暮
ら
し
て
い
た
。
こ
の
地
域
の
山
間
部
に
は
多
く
の
河
川
が
流
れ
て
お
り
、
南
盤
江
、
北
盤
江
、
紅
水
河
、
左
江
、
右

江
、
柳
江
、
漓
江
、
桂
江
の
他
、
西
江
、
東
江
並
び
に
北
江
の
三
江
を
合
わ
せ
て
「
珠
江
水
系
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
珠
江
流

域
は
亜
熱
帯
に
属
し
、
雨
期
と
夏
が
同
時
に
や
っ
て
く
る
が
、
そ
れ
は
動
植
物
の
繁
殖
及
び
生
物
の
多
様
化
に
役
立
っ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
地
域
に
は
百
越
の
一
支
で
あ
る
水
上
生
活
者
「
蛋
民
」（
蜒
・
蜑
と
も
書
く
。
本
稿
で
は
文
献
の
引
用
時
に
は
そ
の

ま
ま
と
し
、
以
下
蛋
と
通
称
す
）
が
暮
ら
し
て
い
る
。「
蛋
民
」
は
現
在
も
主
に
南
海
の
近
海
地
域
、
又
揚
子
江
流
域
以
南
の
内
陸

の
河
川
や
東
南
ア
ジ
ア
各
地
で
生
活
し
て
い
る
。
彼
等
は
主
に
真
珠
養
殖
業
や
漁
業
、
ま
た
水
上
運
輸
業
に
従
事
す
る
。
そ
の
多
く

は
先
祖
代
々
水
上
生
活
を
続
け
て
い
る
が
、
今
日
中
国
国
内
の
蛋
民
は
舟
の
暮
ら
し
を
放
棄
し
、
上
陸
し
て
住
む
人
が
増
え
た
）
16
（

。

百
越
文
化
圏
の
蛋
民
は
漁
撈
民
で
あ
る
が
故
に
、
水
界
へ
の
異
境
訪
問
譚
や
水
族
（
龍
・
蛇
・
亀
・
蛙
・
魚
・
貝
類
等
）
と
の
異

類
婚
姻
譚
等
の
伝
承
を
数
多
く
保
有
し
て
い
る
）
17
（

。
水
辺
が
生
活
圏
で
あ
る
た
め
、
卵
生
の
特
牲
を
も
つ
水
中
両
生
類
に
関
す
る
伝
承

も
不
可
欠
と
な
り
、
自
ら
を
龍
蛇
・
蛙
・
鳥
（
特
に
鵜
）
の
子
孫
、
先
祖
は
卵
生
だ
っ
た
と
語
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
こ
の

地
域
特
有
の
ト
ー
テ
ム
信
仰
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
百
越
の
蛋
民
と
そ
れ
に
関
連
し
た
卵
生
説
話
に
つ
い
て
は
、
後
に
詳
し
く
論
じ

る
。以

下
で
は
巴
蜀
地
域
を
中
心
に
、
ま
た
百
越
文
化
圏
各
地
に
多
く
見
ら
れ
る
龍
母
伝
説
を
、
時
代
順
に
追
っ
て
考
察
し
て
み
た
い
。

中
国
西
南
少
数
民
族
の
始
祖
神
話
に
関
す
る
古
記
録
の
中
で
、
始
祖
は
龍
蛇
で
あ
る
伝
説
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。
ま
ず
六
朝
・
劉

宋
の
范
曄
撰
『
後
漢
書
』
巻
一
一
六
に
所
収
す
る
「
西
南
夷
」〈
夜
郎
国
の
竹
王
〉
の
話
を
見
て
み
た
い
。

　 

　
⑨
夜
郎
者
、
初
有
女
子
浣
紗
於
遯
水
。
有
三
節
大
竹
流
入
足
間
、
聞
其
中
有
号
声
、
剖
竹
視
之
、
得
一
男
児
。
帰
而
養
之
、
及

長
有
才
武
、
自
立
為
夜
郎
侯
。
以
竹
為
姓
。
漢
武
帝
元
鼎
六
年
、
平
南
夷
爲
牂
柯
郡
。
夜
郎
侯
迎
降
、
天
子
賜
其
王
印
綬
。
後
遂

殺
之
。
夷
獠
咸
以
竹
王
非
血
気
所
生
、
甚
重
之
、
求
爲
立
後
牂
柯
太
守
。（
中
略
）
今
夜
郎
県
有
竹
王
三
郎
神
、
是
也
。
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西
南
の
遠
い
夷
・
夜
郎
県
で
は
、
そ
の
祖
先
に
あ
た
る
女
子
が
川
で
紗
を
洗
っ
て
い
る
と
、
突
然
三
節
の
竹
が
足
の
間
に
流
れ
入
っ
た
。

竹
の
中
か
ら
泣
き
声
が
聞
え
て
き
た
の
で
、
剖
っ
て
見
る
と
、
一
人
の
男
の
子
が
お
り
、
そ
れ
を
連
れ
て
帰
っ
て
育
て
た
。
頭
も
良
く
武
術

に
も
長
け
て
成
長
し
、
自
か
ら
夜
郎
侯
と
名
乗
り
、
竹
を
も
っ
て
姓
と
し
た
（
傍
線
）。
漢
武
帝
元
鼎
六
年
、
西
南
地
区
の
別
の
蛮
夷
と
の

戦
い
の
際
、
夜
郎
侯
は
こ
れ
を
迎
え
撃
ち
、
天
子
か
ら
王
の
印
綬
を
授
け
ら
れ
た
（
破
線
）。
後
に
殺
さ
れ
る
が
、
地
元
の
諸
夷
か
ら
不
思

議
な
出
生
譚
に
よ
り
尊
敬
さ
れ
た
た
め
、
夜
郎
県
の
竹
王
神
と
し
て
祭
ら
れ
た
と
い
う
。

こ
の
話
は
ど
こ
か
日
本
の
桃
太
郎
の
伝
説
を
想
起
さ
せ
る
。
ま
た
同
書
同
巻
の
続
き
に
あ
る
〈
哀
牢
王
〉
の
話
に
哀
牢
夷
の
始
祖

の
不
思
議
な
誕
生
神
話
が
見
え
る
。

　 

　
⑩
哀
牢
夷
者
、
其
先
有
婦
人
、
名
沙
壹
。
居
於
牢
山
、
嘗
捕
魚
水
中
。
触
沈
木
若
有
感
、
因
懐
妊
十
月
、
産
子
男
十
人
。
後
沈

木
化
為
龍
出
水
上
、
沙
壹
忽
聞
龍
語
曰
、
若
爲
我
生
子
、
今
悉
何
在
。
九
子
見
龍
驚
走
、
独
小
子
不
能
去
。
背
龍
而
坐
、
龍
因
舐

之
。
其
母
鳥
語
、
謂
背
爲
九
、
謂
坐
爲
隆
。
因
名
子
曰
九
隆
。
及
後
長
大
、
諸
兄
以
九
隆
能
爲
父
所
舐
而
黠
。
遂
共
推
以
為
王
。

後
牢
山
下
有
一
夫
一
婦
、
復
生
十
女
子
。
九
隆
兄
弟
皆
娶
以
爲
妻
。
後
漸
相
滋
長
、
種
人
皆
刻
畫
其
身
象
龍
文
、
衣
著
尾
。
九
龍

死
、
世
世
相
継
。
乃
分
置
小
王
、
往
々
邑
居
、
散
在
谿
谷
、
絶
域
荒
外
。（
中
略
）
漢
武
十
三
年
、
其
王
賢
栗
遣
兵
、
乗
箪
船
（
唐
・

李
賢
注
、
竹
船
）
南
下
江
漢
。

哀
牢
族
の
婦
人
が
水
中
で
魚
を
捕
っ
て
い
る
と
、
沈
木
に
触
っ
て
感
応
し
妊
娠
、
男
子
十
人
を
生
ん
だ
（
傍
線
）。
沈
木
は
龍
に
変
身
し
、

水
面
に
現
わ
れ
た
。
九
人
の
子
ど
も
が
怖
が
り
逃
げ
去
っ
た
が
、
末
っ
子
だ
け
は
残
り
、
父
親
の
龍
は
背
中
向
き
の
そ
の
子
を
舐
め
た
。
後

に
兄
達
は
彼
が
父
龍
に
舐
め
ら
れ
て
、
そ
の
上
賢
い
た
め
、
哀
牢
の
王
と
し
て
推
し
た
（
波
線
）。
山
の
麓
の
別
の
氏
族
の
娘
と
結
婚
し
て
、

子
孫
は
繁
栄
し
た
が
、
哀
牢
山
の
一
族
は
み
ん
な
体
に
龍
の
模
様
の
文
身
を
し
て
い
る
。
そ
の
上
代
々
絶
域
の
山
間
谿
谷
に
暮
ら
し
、
王
を

継
承
し
て
い
く
の
だ
と
い
う
。
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本
話
で
は
は
っ
き
り
先
祖
が
龍
の
子
孫
だ
と
明
記
さ
れ
、
体
に
龍
の
模
様
の
入
れ
墨
を
し
、
し
か
も
代
々
そ
の
小
王
を
引
き
継
ぐ

と
い
う
。
ま
た
母
親
の
言
葉
は
役
人
も
分
か
ら
な
い
ほ
ど
難
解
な
鳥
語
の
よ
う
な
も
の
（
点
線
）
で
あ
る
）
18
（

。
後
に
漢
武
帝
の
南
征
を

手
伝
う
た
め
、
竹
船
を
使
っ
て
江
（
江
水
、
現
在
の
湖
南
省
と
四
川
省
の
界
に
あ
る
。
巫
山
あ
た
り
）
漢
（
漢
水
、
古
牂
柯
郡
に
あ

る
川
の
名
。
現
在
の
貴
州
省
六
盤
水
市
付
近
）
に
南
下
し
（
破
線
）、
戦
闘
に
参
加
し
た
と
も
記
さ
れ
る
。
彼
等
は
や
は
り
内
陸
の

水
上
生
活
者
、
い
わ
ゆ
る
漁
撈
民
で
あ
る
。

ほ
ぼ
同
時
代
の
梁
・
任
昉
撰
『
述
異
記
』
巻
下
に
も
「
哀
牢
王
」
の
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
冒
頭
に
「
哀
牢
夷
、
西
蜀
国

名
也
」
と
、
哀
牢
夷
は
西
の
蜀
地
の
国
で
あ
る
と
記
し
て
あ
る
。
そ
れ
は
現
在
の
ラ
オ
ス
・
ミ
ャ
ン
マ
ー
・
中
国
の
雲
南
省
・
四
川

省
の
そ
れ
ぞ
れ
の
一
部
に
該
当
す
る
）
19
（

。

二
話
は
い
ず
れ
も
沈
木
や
竹
の
空
洞
か
ら
龍
蛇
の
子
孫
た
ち
が
生
ま
れ
る
話
型
で
あ
り
、
し
か
も
後
に
地
元
の
王
や
神
様
と
し
て

崇
め
ら
れ
る
。
間
接
的
な
卵
生
説
話
で
は
あ
る
が
、
水
辺
に
い
た
処
女
が
木
に
触
れ
て
妊
娠
し
、
人
態
で
あ
る
龍
蛇
の
子
孫
を
生
む

〈
卵
を
産
む
生
母
型
〉
と
、
流
れ
て
き
た
竹
の
筒
の
中
に
男
の
子
が
い
る
〈
卵
を
拾
う
養
母
型
〉
の
変
容
し
た
説
話
と
捉
え
ら
れ
る
。

一
方
水
辺
の
処
女
が
妊
娠
し
た
後
、
人
間
を
生
む
の
で
は
な
く
、「
蛟
子
」「
龍
子
」
と
い
っ
た
水
中
の
生
き
物
を
産
む
伝
説
も
、

南
中
国
各
地
に
よ
く
見
ら
れ
る
。
紀
元
九
八
三
年
頃
に
勅
撰
さ
れ
た
宋
・
李
昉
等
撰
『
太
平
御
覧
』
巻
九
百
三
十
「
鱗
介
部
二
」〈
龍
〉

に
、
伝
陶
潜
撰
『
続
捜
神
記
』
収
録
の
「
長
沙
女
」
の
話
が
見
え
る
。

　 

　
⑪
続
捜
神
記
曰
、
長
沙
有
人
、
忘
其
姓
名
。
家
住
江
辺
、
有
女
子
渚
次
澣
紗
。
覚
身
中
有
異
、
復
不
以
為
患
。
遂
妊
身
、
生
三
物
、

皆
如
鮧
魚
。(

女
以
己
所
生)

甚
憐
之
、
乃
着
澡
盤
水
中
養
之
。
経
三
月
、
此
物
遂
大
、
乃
是
蛟
子
。(

各
有
字)

大
者
為
当
洪
、
次

者
名
破
阻
、
小
者
名
撲
岸
。
天
暴
雨
、
三
蛟
一
時
倶
出
、
遂
失
所
在
。
後
天
欲
雨
、
此
物
来
。
女
亦
知
其
当
来
、
便
出
望
之
。
蛟

子
亦
出
頭
望
母
、
良
久
方
復
去
。
経
年
此
女
亡
後
、
三
蛟
子
至
其
墓
所
哭
之
、
経
日
乃
去
。
聞
其
哭
声
、
状
如
狗
号
。

 

（
括
弧
内
『
太
平
広
記
』
巻
四
百
二
十
五
「
龍
八
」
の
同
話
に
よ
り
補
足
し
た
も
の
）
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水
辺
の
家
に
住
む
女
子
が
川
で
紗
を
洗
濯
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
体
に
異
変
を
感
じ
妊
娠
し
た
と
い
う
。
後
日
三
匹
の
鯰
の
よ
う
な
も
の
を

産
ん
だ
。
自
分
が
生
ん
だ
も
の
だ
か
ら
、
大
事
に
水
盥
に
入
れ
て
育
て
た
。
三
カ
月
経
つ
と
大
き
く
な
り
、
蛟
子
と
な
っ
た
（
傍
線
）。
三

匹
に
そ
れ
ぞ
れ
に
名
を
つ
け
た
が
、
あ
る
暴
風
雨
で
一
斉
に
出
て
い
っ
て
し
ま
い
、
行
方
が
分
か
ら
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
後
に
雨
が
降
る

日
に
蛟
子
は
必
ず
現
わ
れ
、
母
親
も
予
知
し
た
よ
う
に
い
つ
も
川
岸
で
待
っ
て
い
た
と
い
う
（
波
線
）。
後
女
が
亡
く
な
り
、
三
匹
の
蛟
子

が
墓
参
り
に
き
て
、
墓
の
前
で
何
日
も
犬
が
吠
え
る
よ
う
な
泣
き
声
で
泣
い
た
と
い
う
（
傍
線
）。

「
長
沙
女
」
の
話
に
は
、
蛟
龍
の
子
を
生
ん
だ
女
が
最
終
的
に
人
々
か
ら
祀
ら
れ
た
と
の
記
述
が
な
い
。
し
か
し
、
本
話
は
湖
南

省
長
沙
に
流
れ
る
湘
水
に
伝
わ
る
話
で
あ
り
、
前
出
の
嶺
南
地
域
①
〜
③
の
「
龍
母
伝
説
」
と
も
共
通
項
が
多
く
見
ら
れ
る
。
生
母

が
産
ん
だ
の
は
卵
で
は
な
く
水
中
の
生
き
物
（
蛟
子
）
で
あ
る
こ
と
、
雨
風
の
日
に
決
ま
っ
て
母
親
を
会
い
に
来
る
こ
と
、
亡
く
な
っ

た
母
親
の
墓
参
り
に
来
る
こ
と
等
は
、
龍
母
伝
説
と
重
な
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
前
出
の
三
話
で
、
龍
母
が
上
京
す
る
際
に
、
船
が
引
き
帰
っ
た
全
義
嶺
と
い
う
場
所
は
、
今
日
の
桂
林
の
近
郊
あ
た
り
に

相
当
す
る
。
長
沙
と
桂
林
は
と
な
り
の
郡
で
あ
り
、
し
か
も
秦
の
始
皇
帝
の
時
に
作
ら
れ
た
最
古
の
人
工
運
河
・
霊
渠
が
、
湘
江
の

支
流
か
ら
水
を
引
き
、
の
ぼ
り
水
門
を
利
用
し
て
、
行
き
来
可
能
と
な
る
内
陸
の
水
運
ル
ー
ト
と
な
っ
て
い
た
。
霊
渠
は
古
く
か
ら

五
嶺
の
内
外
に
連
が
る
大
事
な
水
路
で
あ
り
、
戦
略
的
な
運
送
水
利
設
備
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
水
路
の
周
辺
に
生
活
し
て
い
た
水
上

生
活
者
た
ち
に
は
、
独
特
な
龍
母
伝
説
が
伝
わ
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

時
代
が
下
る
と
、
卵
生
神
話
は
、
次
第
に
特
殊
な
人
物
や
偉
人
等
の
異
常
誕
生
譚
へ
と
変
容
し
て
い
く
。
宋
代
の
『
太
平
広
記
』

巻
四
一
八
「
龍
部
一
」
に
「
張
魯
女
」
と
い
う
話
が
所
収
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
話
は
後
漢
の
有
名
な
五
斗
米
道
（
天
師
道
）
創
始
者

張
陵
の
孫
・
張
魯
の
娘
に
ま
つ
わ
る
話
）
20
（

で
あ
り
、『
道
家
雑
記
』
と
い
う
道
教
の
書
物
か
ら
引
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　 

　
⑫
張
魯
之
女
、
曾
浣
衣
於
山
下
。
有
白
霧
濛
身
、
因
而
孕
焉
。
恥
之
自
裁
、
将
死
、
謂
其
婢
曰
、
我
死
後
、
可
破
腹
視
之
。
婢
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如
其
言
、
得
龍
子
一
双
、
遂
送
於
漢
水
。
既
而
女
殯
於
山
、
後
数
有
龍
至
、
其
墓
前
成
蹊
。
出
道
家
雑
記

張
魯
の
娘
は
巴
蜀
・
梁
州
の
女
郎
山
）
21
（

の
麓
で
洗
濯
し
た
際
に
、
白
い
霧
が
体
を
覆
い
、
孕
ん
だ
と
い
う
（
傍
線
）。
妊
娠
し
た
こ
と
を
恥

し
く
思
い
自
害
す
る
に
あ
た
り
、「
私
が
死
ん
だ
後
、
腹
を
割
け
て
見
な
さ
い
」
と
奴
婢
に
言
っ
た
。
婢
が
言
わ
れ
た
と
お
り
に
す
る
と
、

龍
子
二
匹
を
得
た
が
、
後
に
そ
の
龍
子
た
ち
を
漢
水
（
漢
水
、
古
牂
柯
郡
に
あ
る
川
の
名
）
に
送
り
届
け
た
（
波
線
）。
そ
の
女
を
埋
葬
し

た
山
に
、
龍
た
ち
は
度
々
や
っ
て
来
て
、
母
の
墓
参
り
を
し
た
た
め
、
墓
の
前
に
道
が
で
き
た
と
い
う
（
傍
線
）。

水
辺
で
洗
濯
し
て
い
た
少
女
が
龍
の
子
を
孕
む
こ
と
は
、
⑩
『
後
漢
書
』「
西
南
夷
」
の
哀
牢
族
の
九
龍
の
話
と
似
通
う
。
ま
た

亡
く
な
っ
た
母
の
墓
参
り
は
、
①
②
『
南
越
志
』
の
龍
母
伝
説
と
共
通
す
る
。

水
辺
に
い
た
処
女
が
不
思
議
な
形
で
妊
娠
し
、
龍
蛇
の
子
孫
を
生
む
逸
話
が
、
華
南
・
西
南
地
域
に
数
多
く
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、

南
中
国
の
河
川
中
心
に
暮
ら
し
て
い
た
百
越
の
子
孫
「
蛋
民
」
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
等
の
水
上
移
動
に
よ
っ

て
各
地
に
広
く
流
布
し
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

清
代
の
『
康
煕
字
典
』
に
は
「
蛋
、
字
彚
補
。
徒
歎
切
、
音
但
。
古
作
蜑
」
と
あ
り
、「
蛋
」
は
古
く
に
は
「
蜑
」
と
書
く
と
い
う
。「
蛋
」

は
龍
蛇
族
の
意
味
を
持
つ
。
清
・
屈
大
均
撰
『
広
東
新
語
』
に
は
「
蛋
家
艇
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。「
諸
蛋
人
以
艇
為
家
、
是
曰
蛋
家
。

（
中
略
）
蛋
人
善
没
水
、
昔
時
称
為
龍
戸
」
と
あ
り
、
蛋
家
と
呼
ば
れ
る
人
々
は
、
艇
と
い
う
小
舟
の
中
に
暮
ら
し
、
潜
る
の
に
長

け
て
い
て
（
点
線
）、
昔
か
ら
「
龍
戸
」
と
呼
ん
で
い
た
と
い
う
。

　
彼
ら
が
文
献
に
現
れ
る
最
古
の
記
録
と
し
て
は
、
晋
・
常
璩
撰
『
華
陽
国
志
』
巻
三
「
蜀
志
」〈
広
都
県
〉
が
あ
る
。

　
　【
漢
時
県
民
朱
辰
、
字
元
燕
、
為
巴
郡
太
守
。
甚
著
徳
恵
。
辰
卒
官
、
郡
獽
民
北
送
及
墓
。
獽
・
蜑
鼓
刀
辟
踊
、
感
動
路
人
。】
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こ
こ
に
、
巴
の
蛮
人
獽
・
蜑
民
ら
は
、
な
く
な
っ
た
巴
郡
（
現
在
四
川
省
の
重
慶
市
周
辺
）
の
太
守
・
朱
辰
の
葬
式
の
た
め
に
、
刀
を
振

り
回
し
な
が
ら
踊
り
、
道
ゆ
く
人
々
を
感
動
さ
せ
た
と
あ
る
（
点
線
）。

こ
の
記
録
に
よ
れ
ば
「
蜑
」
は
漢
代
の
時
、
巴
蜀
地
域
に
暮
ら
し
て
い
た
と
い
う
。

し
か
し
六
朝
梁
・
任
昉
撰
『
述
異
記
』
巻
上
所
収
の
「
合
浦
珠
市
」
の
話
に
は
、
南
海
や
呉
越
の
周
辺
地
域
の
蛋
民
と
い
う
海
人

集
団
の
事
を
記
し
て
い
る
。

　
　【
越
俗
以
珠
爲
上
宝
。
生
女
謂
之
珠
娘
、
生
男
謂
之
珠
児
。
呉
越
間
俗
説
、
明
珠
一
斛
、
貴
如
王
者
。
合
浦
有
珠
市
。】

南
海
越
の
人
々
は
真
珠
を
上
級
な
品
物
と
し
、
子
ど
も
の
名
前
に
も
珠
を
つ
け
る
。
そ
れ
に
合
浦
に
は
珠
市
が
あ
る
と
い
う
。

合
浦
（
現
在
広
西
壮
族
自
治
区
合
浦
市
）
は
古
か
ら
真
珠
の
名
産
地
で
あ
り
、
穀
物
類
は
と
れ
ず
、
海
か
ら
は
真
珠
が
と
れ
る
の

み
で
あ
る
。
交
趾
（
現
在
の
ベ
ト
ナ
ム
北
部
の
一
部
も
含
む
）
と
隣
接
す
る
た
め
、
交
趾
と
の
貿
易
に
よ
り
食
料
品
等
を
購
入
し
た

と
い
う
）
22
（

。『
史
記
』
巻
一
二
九
「
貨
殖
列
伝
」
に
も
記
録
が
あ
る
。

　 

　【
蒼
梧
以
南
至
儋
耳
者
、
與
江
南
大
同
、
俗
而
揚
越
多
焉
。
番
禺
亦
其
一
都
会
也
。
珠
璣
犀
瑇
瑁
果
布
之
湊
。（
中
略
）
楚
越
之
地
、

地
広
人
希
。
飯
稲
羮
魚
、
或
火
耕
而
水
耨
、
果
蓏
・
蠃
蛤
、
不
待
賈
而
足
。（
中
略
）
是
故
江
淮
以
南
無
凍
餓
之
人
、
亦
無
千
金
之
家
。】

蒼
梧
（
現
在
広
西
壮
族
自
治
区
桂
林
と
梧
州
の
間
）
よ
り
南
の
儋
耳
（
現
在
の
海
南
島
海
口
市
の
西
）
ま
で
の
地
域
に
は
、
真
珠
・
犀
角
・

瑇
瑁
・
果
物
・
布
等
を
扱
う
港
が
あ
る
（
破
線
）。
面
積
が
広
く
、
住
人
が
少
な
い
上
に
、
飯
・
稲
・
魚
・
果
実
等
物
産
が
豊
富
で
、
買
う

必
要
が
無
い
（
傍
線
）。
そ
の
た
め
飢
え
や
寒
さ
で
死
ぬ
人
が
居
な
い
（
点
線
）。
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更
に
宋
・
范
成
大
撰
『
桂
海
虞
衡
志
』「
志
蛮
」
篇
に
も
、
合
浦
の
蛋
民
に
つ
い
て
詳
細
に
記
録
し
て
い
る
。

　 
　【
広
西
経
略
使
、
所
鎮
二
十
五
都
、
其
外
則
西
南
諸
蛮
。（
中
略
）
常
有
事
於
其
地
者
数
種
。
曰
洞
・
曰
猺
・
曰
黎
・
曰
蜑
、
通

謂
之
蛮
。（
中
略
）
蜑
、
海
上
水
居
蛮
也
。
以
舟
楫
為
家
、
採
海
物
為
生
、
且
生
食
之
。
入
水
能
視
。
合
浦
珠
池
蚌
蛤
、
唯
蜑
能

没
水
探
取
。】

宋
代
に
は
、
広
西
経
略
使
が
管
轄
し
た
西
南
諸
夷
の
中
、「
蜑
」
と
い
う
蛮
夷
を
含
ん
で
い
た
（
傍
線
）。
蜑
は
海
上
に
水
居
し
、
船
を
家

と
し
、
海
産
物
を
取
っ
て
生
活
す
る
。
し
か
も
海
鮮
を
生
食
す
る
。
更
に
蜑
だ
け
深
い
水
中
に
潜
り
、
蚌
や
蛤
の
中
か
ら
真
珠
を
取
る
こ
と

が
で
き
る
（
破
線
）。

同
じ
く
嶺
南
の
風
土
を
紹
介
す
る
宋
・
周
去
非
撰
『
嶺
外
代
答
』
巻
三
「
外
国
門
下
・
蜑
蛮
」
に
も
、
蜑
の
種
類
や
言
語
等
が
記

録
さ
れ
て
い
る
。

　 

　【
蜑
蛮
、
以
舟
為
室
、
視
水
如
陸
、
浮
生
江
海
者
、
蜑
也
。
欽
之
蜑
有
三
、一
為
魚
蜑
、
善
挙
網
垂
綸
。
二
為
蠔
蜑
、
善
没
海
取

蠔
。
三
為
木
蜑
、
善
伐
山
取
材
。
凡
蜑
極
貧
…
…
語
似
福
・
広
、
雑
以
広
東
・
西
之
音
。】

欽
州
（
現
在
の
広
西
壮
族
自
治
区
欽
州
市
周
辺
）
に
住
む
蛋
は
、「
外
国
門
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
一
は
網
で
魚
を
取
る
蜑
、

二
は
海
に
潜
っ
て
牡
蛎
等
貝
類
を
取
る
蜑
、
三
は
山
で
山
林
の
木
材
を
伐
る
蜑
と
す
る
。
す
べ
て
極
貧
の
生
活
を
し
て
い
る
（
傍

線
）。
欽
州
の
蜑
民
の
言
語
は
福
州
（
閩
南
語
）・
広
州
（
広
東
語
）
に
似
て
い
て
、
又
広
東
及
び
広
西
の
発
音
（
粤
語
）
も
混
ざ
っ

て
い
る
（
点
線
）。

か
つ
て
蛋
家
研
究
の
第
一
人
者
・
張
寿
祺
氏
は
「
福
建
沿
海
地
域
の
蛋
民
は
福
州
・
閩
南
語
、
広
東
や
広
西
・
欽
州
に
住
む
蛋
民
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は
広
東
語
等
を
話
す
」
と
い
い
、
南
中
国
の
言
語
が
で
き
る
中
国
人
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
）
23
（

。

な
お
蛋
民
の
信
仰
に
つ
い
て
、
明
・
宋
応
星
撰
『
天
工
開
物
』
下
巻
「
珠
玉
第
十
八
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　 

　【
蜑
戸
採
珠
。
毎
歳
必
以
三
月
、
時
牲
殺
祭
海
神
、
極
其
虔
敬
。
蜑
戸
生
啖
海
腥
、
入
水
能
視
水
色
、
知
蛟
龍
之
所
在
。】

海
の
民
と
し
て
、
毎
年
の
三
月
に
は
必
ず
動
物
の
生
け
贄
を
持
っ
て
海
神
を
祀
り
、
そ
の
態
度
は
極
め
て
敬
虔
で
あ
る
（
二
重
線
）
と
い

う
。
ま
た
海
鮮
類
を
生
で
食
し
、
水
の
こ
と
を
よ
く
知
り
、
蛟
龍
の
居
場
所
を
熟
知
す
る
と
い
う
。

な
お
、
彼
ら
が
祭
っ
て
い
る
神
は
蛇
で
あ
る
。
明
・
鄺
露
撰
『
赤
雅
』
巻
上
「
蜑
人
」
に
あ
る
。

　 

　【
蜑
人
、
神
宮
画
蛇
以
祭
、
自
云
龍
種
。
浮
家
泛
宅
、
或
住
水
許
、
或
住
水
欄
。
捕
魚
而
食
、
不
事
耕
種
、
不
與
土
人
通
婚
。（
中

略
）
籍
称
龍
戸
、
莫
登
庸
其
産
也
。】

　

蜑
は
神
宮
に
蛇
の
絵
を
飾
っ
て
蛇
神
を
祀
り
、
自
ら
を
龍
の
子
孫
の
「
龍
種
」
で
あ
る
と
言
う
（
太
線
）。
水
上
に
住
居
を
構
え
、
或
い

は
水
辺
の
高
床
式
の
家
（
干
欄
と
言
う
）
に
住
む
漁
民
で
あ
る
。
魚
を
捕
っ
て
食
べ
、
田
植
え
等
の
農
作
業
は
で
き
な
い
。
し
か
も
陸
地
の

人
と
の
婚
姻
は
禁
止
さ
れ
、
税
金
も
払
わ
な
い
、
そ
の
子
ど
も
は
公
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
賤
民
で
あ
る
（
傍
線
）。

　「
蛋
民
」
と
呼
ば
れ
る
漁
撈
民
集
団
は
、
か
つ
て
華
東
及
び
華
南
、
南
海
の
沿
海
地
域
か
ら
西
南
部
の
内
陸
河
川
の
水
上
に
か
け

て
生
活
す
る
人
々
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
龍
神
・
蛇
神
信
仰
を
持
ち
、
主
な
生
活
地
域
は
南
海
に
囲
ま
れ
た
ト
ン
キ
ン
湾
一
円
で
あ
り
、

真
珠
養
殖
を
得
意
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
現
在
も
ベ
ト
ナ
ム
北
部
や
広
西
壮
族
自
治
区
の
北
海
・
合
浦
・
欽
州
付
近
、
ま
た
北
部
の

三
江
、
中
部
の
柳
江
等
の
河
川
で
も
、「
蛋
民
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
水
上
生
活
者
が
見
ら
れ
る
）
24
（

。
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東
南
ア
ジ
ア
各
国
に
も
こ
の
よ
う
な
水
上
生
活
者
は
暮
ら
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
メ
コ
ン
川
が
存
在
す
る
。
メ
コ
ン
川
は
中
国
青
海

省
発
祥
地
の
札
阿
曲
江
か
ら
始
ま
る
、
長
江
、
黄
河
に
つ
ぐ
ア
ジ
ア
第
三
の
大
河
で
あ
る
。
南
シ
ナ
海
に
注
ぐ
メ
コ
ン
川
は
、
中
国
の

雲
南
省
で
は
瀾
滄
江
と
呼
ば
れ
る
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
入
る
と
メ
イ
・
カ
ウ
ン
・
ミ
ェ
ツ
、
ま
た
ラ
オ
ス
で
は
メ
ナ
ム
・
コ
ン
、
更
に
カ

ン
ボ
ジ
ア
で
は
ト
ン
レ
・
メ
コ
ン
、
そ
し
て
ベ
ト
ナ
ム
で
は
ソ
ン
・
ク
ロ
ー
ン
と
な
る
。
ベ
ト
ナ
ム
語
の
ソ
ン
は
「
川
」、
ク
ロ
ー
ン

は
「
九
龍
」、
つ
ま
り
九
匹
の
龍
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。
こ
の
地
域
は
民
族
・
言
語
も
共
通
す
る
た
め
、
前
出
の
『
後
漢
書
』
巻
一
一
六
「
西

南
夷
」
所
収
す
る
哀
牢
族
の
始
祖
誕
生
譚
〈
哀
牢
王
・
九
隆
（
龍
）
〉
⑩
の
話
と
も
何
ら
か
の
関
係
を
も
つ
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

以
下
、
メ
コ
ン
川
流
域
周
辺
の
国
々
に
見
え
る
龍
母
伝
説
の
他
の
例
を
拾
っ
て
み
た
い
。

ベ
ト
ナ
ム
を
始
め
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
や
ミ
ャ
ン
マ
ー
も
、
始
祖
王
や
水
神
等
の
出
自
が
卵
生
で
あ
る
と
す
る
伝
説
が
多
い
。
ま
ず
ベ

ト
ナ
ム
の
例
か
ら
紹
介
し
た
い
が
、
始
祖
卵
生
説
話
は
下
編
で
詳
細
に
論
じ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
『
大
南
一
統
志
』
に
所
収
さ
れ
る

「
三
位
水
将
祠
」
の
水
神
卵
生
誕
生
の
話
を
上
げ
る
）
25
（

。

　 

　
⑬
在
栄
和
県
愛
義
社
酔
翁
山
之
南
、
有
一
湖
、
水
極
深
。
中
一
小
埠
、
霊
祠
在
焉
。
伝
伊
社
人
名
黄
璘
、
妻
阮
氏
、
道
爲
巫
。

年
過
五
十
、
未
有
孕
育
。
一
日
氏
浴
於
湖
、
夜
夢
湖
中
越
波
、
若
有
龍
形
交
繞
、
驚
醒
感
而
孕
、
弥
月
産
出
三
大
卵
。
黄
璘
怪
之
、

作
竹
筏
、
送
之
江
中
。
至
青
霞
社
、
忽
有
風
雨
、
化
作
三
蛇
登
岸
。
社
人
致
礼
送
之
、（
中
略
）
後
日
長
大
、
毎
出
湖
、
輒
風
雨
。

托
童
子
称
三
位
水
将
。
第
一
黄
湛
、
第
二
黄
波
、
第
三
黄
滑
。
郷
人
立
廟
祀
、
最
著
霊
応
。

ベ
ト
ナ
ム
の
栄
和
県
・
愛
義
社
の
酔
翁
山
の
南
麓
に
、
湖
が
あ
っ
て
、
湖
水
の
深
さ
は
相
当
な
も
の
で
あ
っ
た
。
湖
中
に
一
つ
小
さ
な
丘

が
あ
り
、
霊
な
る
祠
が
建
っ
て
い
た
（
点
線
）。
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
伊
社
の
人
黄
璘
と
い
う
人
の
妻
、
阮
氏
は
巫
女
業
を
す
る
人

で
あ
っ
た
が
、
年
が
五
十
歳
を
過
ぎ
て
も
、
な
お
妊
娠
し
た
こ
と
が
な
い
。
あ
る
日
阮
氏
は
湖
に
入
り
水
浴
び
を
し
た
。
そ
の
夜
、
夢
で
湖

に
波
が
立
ち
、
龍
の
形
と
な
っ
て
阮
氏
の
中
に
流
れ
込
ん
で
き
た
。
驚
い
て
目
を
醒
ま
す
と
、
何
か
を
感
じ
た
よ
う
に
妊
娠
し
て
い
た
。
い
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よ
い
よ
臨
月
に
な
り
、
三
つ
の
大
き
な
卵
を
産
み
落
と
し
た
。
黄
璘
は
そ
れ
を
怪
し
げ
に
思
い
、
竹
の
筏
を
作
り
、
そ
の
卵
を
水
中
に
送

り
返
そ
う
と
し
た
（
傍
線
）。
青
霞
社
に
到
着
す
る
と
、
突
然
風
雨
が
降
り
は
じ
め
、
卵
は
三
匹
の
蛇
に
変
化
し
て
岸
に
上
が
っ
た
。
社
人

は
礼
を
し
て
蛇
等
を
見
送
っ
た
。（
中
略
）
後
に
大
き
く
な
っ
た
蛇
た
ち
が
湖
か
ら
姿
を
現
わ
す
た
び
に
、
た
ち
ま
ち
に
風
雨
に
な
る
の
で
、

童
子
に
托
宣
し
て
「
三
位
水
将
」
と
称
す
る
こ
と
と
し
た
（
波
線
）。
第
一
の
名
は
黄
湛
、
第
二
の
名
は
黄
波
、
第
三
の
名
は
黄
滑
で
あ
る
。

そ
の
後
郷
人
が
廟
を
建
て
祀
っ
た
が
、
最
も
霊
験
が
あ
る
廟
と
い
う
。

水
辺
で
懐
妊
し
た
そ
の
母
は
巫
女
で
あ
っ
た
が
、
彼
女
が
産
ん
だ
卵
か
ら
蛇
（
水
神
の
子
ど
も
）
が
生
ま
れ
、
そ
の
神
子
を
郷
人

が
信
仰
す
る
と
い
う
。
こ
の
話
の
中
に
登
場
す
る
三
匹
の
蛇
に
名
前
を
つ
け
る
場
面
は
、
前
出
⑪
『
続
捜
神
記
』
所
収
の
〈
長
沙
女
〉

の
話
と
似
通
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
異
な
る
の
は
本
話
の
龍
蛇
の
子
等
が
「
三
大
水
将
」
と
し
て
祀
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

次
に
元
代
・
周
達
観
撰
『
真
臘
風
土
記
』
巻
二
「
宮
室
」
に
記
録
さ
れ
る
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
国
王
の
宮
室
の
金
塔
に
棲
む
九
頭
蛇
精

の
話
を
見
た
い
。

　 

　
⑭
其
内
中
金
塔
、
国
主
夜
則
臥
其
下
。
土
人
皆
謂
塔
之
中
有
九
頭
蛇
精
、
乃
一
国
之
土
地
主
也
。
係
女
身
、
毎
夜
則
見
。
国
主

則
先
與
之
同
寝
交
媾
、
雖
其
妻
亦
不
敢
入
。
二
鼓
乃
出
、
方
可
與
妻
妾
同
睡
。
若
此
精
一
夜
不
見
、
則
番
王
死
期
至
矣
。
若
番
王

一
夜
不
往
、
則
獲
災
禍
。

カ
ン
ボ
ジ
ア
の
国
王
の
宮
殿
の
中
に
金
塔
が
あ
り
、
王
様
は
毎
晩
そ
の
塔
の
下
で
寝
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
原
因
は
地
元
の
人
が
塔
の
中

に
九
つ
の
頭
を
も
つ
土
地
の
主
・
蛇
の
精
（
太
線
）
が
住
ん
で
い
る
と
い
う
か
ら
だ
。
そ
の
蛇
の
精
は
女
で
あ
る
。
毎
晩
現
わ
れ
、
国
主
は

必
ず
最
初
に
蛇
精
と
寝
、
交
媾
す
る
。
国
王
の
本
妻
で
さ
え
も
中
に
入
る
の
を
遠
慮
す
る
。
夜
中
頃
に
な
る
と
、
国
王
は
中
か
ら
出
る
こ
と

が
許
さ
れ
、
そ
の
時
初
め
て
妻
や
妾
と
寝
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
（
傍
線
）。
も
し
一
晩
中
そ
の
蛇
精
が
現
わ
れ
な
か
っ
た
ら
、
王
の
死
期
が
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来
る
の
だ
。
又
も
し
王
が
一
夜
金
塔
に
行
か
な
か
っ
た
場
合
、
王
室
に
災
禍
が
訪
れ
る
と
す
る
。

こ
の
話
は
龍
蛇
水
神
と
の
関
係
は
や
や
曖
昧
で
、
王
子
の
誕
生
も
な
い
が
、
そ
の
国
の
地
主
で
あ
る
九
頭
の
蛇
精
の
恐
ろ
し
さ
、

又
国
の
生
死
を
司
る
蛇
神
の
大
き
な
威
力
の
後
ろ
に
は
、
在
地
の
神
・
蛇
女
の
姿
が
隠
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
物
語
で
あ
る
。

現
段
階
で
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
説
話
に
関
す
る
情
報
が
不
十
分
で
、
始
祖
卵
生
説
話
は
い
ま
だ
発
見
で
き
て
い
な
い
。

最
後
に
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
卵
生
伝
説
を
二
話
紹
介
し
た
い
。
二
話
と
も
に
三
品
彰
英
氏
の
「
南
方
系
神
話
要
素
」〈
卵
生
族
祖
神
話
〉

か
ら
の
引
用
で
あ
る
）
26
（

。
一
話
目
は
メ
ン
・
マ
ト
国
の
始
祖
王
出
自
の
話
で
あ
る
。

　 

　
⑮
ノ
ウ
ン
・
プ
ト
湖
の
ほ
と
り
マ
ン
・
セ
と
い
う
所
に
、
年
老
い
た
夫
婦
が
住
ん
で
い
た
。
彼
等
は
ク
ン
・
ア
イ
と
呼
ぶ
一
人

の
息
子
が
い
る
。
彼
は
毎
日
牧
場
に
出
か
け
て
い
て
、
家
畜
の
見
張
り
を
す
る
仕
事
を
し
て
い
る
。
こ
の
息
子
年
十
六
に
な
っ
た

時
、
一
人
の
龍
姫
は
人
の
姿
に
し
て
湖
か
ら
現
れ
て
き
た
。
彼
と
語
り
合
う
う
ち
に
、
二
人
は
愛
し
合
う
よ
う
に
な
っ
た
。
遂
に

龍
神
の
国
で
あ
る
湖
の
中
に
旅
に
行
っ
た
。
ク
ン
・
ア
イ
は
こ
こ
で
歓
待
を
受
け
、
幸
せ
な
日
々
を
送
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、

あ
る
日
こ
の
国
の
祭
り
に
当
た
り
、
姫
を
は
じ
め
国
中
の
人
々
は
す
べ
て
龍
の
元
の
姿
で
現
れ
、
彼
は
大
変
驚
い
た
。
そ
こ
で
彼

は
自
分
の
国
に
帰
り
た
い
と
申
し
込
ん
だ
。
姫
は
ク
ン
・
ア
イ
の
気
持
ち
を
察
し
て
、
彼
の
願
い
を
許
し
た
。
彼
を
湖
の
ほ
と
り

ま
で
送
り
、
自
ら
卵
一
つ
を
生
み
、
そ
の
卵
か
ら
男
の
子
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
告
げ
た
。
も
し
い
つ
か
親
子
に
危
険
な
事
が
生
じ

た
場
合
、
手
に
地
面
を
打
て
ば
、
彼
女
は
必
ず
現
れ
、
そ
の
危
難
を
救
う
べ
き
事
を
約
束
し
た
。
こ
う
し
て
彼
女
は
湖
の
中
の

龍
神
の
国
に
戻
っ
た
。
こ
こ
に
ク
ン
・
ア
イ
は
ノ
ウ
ン
・
プ
ト
湖
の
ほ
と
り
に
、
枯
れ
葉
を
集
め
て
、
そ
の
卵
を
掩
い
置
く
と
、

ま
も
な
く
男
児
が
生
ま
れ
た
。
名
を
チ
ュ
ン
・
カ
ァ
ム
と
呼
ぶ
。
チ
ュ
ン
・
カ
ァ
ム
は
、
後
に
メ
ン
・
マ
オ
の
王
位
に
つ
き
て
、

七
十
二
年
の
治
世
を
し
て
い
た
。
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こ
の
話
の
前
半
は
、
ど
こ
か
日
本
の
浦
島
太
郎
の
話
に
類
似
し
て
い
る
が
、
龍
姫
と
の
間
に
卵
を
生
ん
だ
こ
と
や
そ
の
卵
か
ら
男

の
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
こ
と
は
、
日
本
の
浦
島
説
話
に
は
な
い
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
本
話
は
い
わ
ゆ
る
一
種
の
水
中
異
界
へ
の
訪
問

譚
で
あ
り
、
又
龍
姫
と
の
異
類
婚
で
も
あ
る
。
更
に
龍
の
子
孫
が
卵
生
し
、
後
に
王
位
も
継
ぐ
す
べ
て
の
卵
生
説
話
の
要
素
を
含
ん

で
い
る
。
⑤
〜
⑦
に
挙
げ
た
朝
鮮
半
島
の
卵
生
神
話
と
共
通
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

二
話
目
は
パ
ロ
ウ
ン
族
の
始
祖
王
卵
生
の
伝
説
で
あ
る
。

　 

　
⑯
モ
ゴ
ー
ク
丘
の
霊
湖
に
サ
サ
ン
デ
ィ
と
い
う
一
人
の
龍
姫
が
い
る
。
天
帝
の
御
子
の
ス
リ
ヤ
と
契
り
、
三
個
の
卵
を
産
ん
だ

が
、
忽
に
こ
の
日
の
王
子
は
父
王
・
日
帝
に
呼
び
戻
さ
れ
た
。（
中
略
）
龍
姫
は
怒
っ
て
二
個
の
卵
を
ウ
ラ
ワ
ヂ
河
に
投
げ
捨
て
た
。

も
う
一
個
の
卵
は
河
の
上
流
の
マ
ン
・
モ
ウ
に
漂
い
着
き
、
そ
こ
で
植
木
屋
の
夫
婦
が
拾
い
上
げ
た
。
こ
の
夫
婦
は
珍
し
い
も
の

だ
と
思
い
、
黄
金
の
箱
に
納
め
置
い
た
。
や
が
て
一
人
の
男
児
が
そ
の
卵
か
ら
生
ま
れ
た
。
こ
の
子
は
ウ
デ
ィ
ブ
ウ
（
即
ち
卵
よ

り
生
れ
た
も
の
）
と
呼
ば
れ
た
。
彼
は
成
人
し
て
か
ら
、
中
国
と
境
の
シ
ャ
ン
の
一
酋
長
セ
・
ラ
ン
の
王
女
と
結
婚
し
て
、
二
人

の
王
子
を
設
け
た
。
弟
は
中
国
の
天
子
と
な
り
、
ウ
デ
ィ
ブ
ウ
（
即
ち
卵
よ
り
生
れ
た
も
の
）
の
称
号
を
も
ら
っ
た
。
こ
の
ウ
デ
ィ

ブ
ウ
の
称
号
は
今
日
ま
で
ビ
ル
マ
人
た
ち
の
中
国
帝
王
に
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
兄
は
シ
ー
ト
ゥ
ン
・
サ
ム
の
町
を
興
し
、
ロ
イ
・

ロ
ン
の
酋
長
と
な
っ
た
。
パ
ロ
ウ
ン
の
酋
長
は
い
ず
れ
も
彼
の
子
孫
で
あ
る
。

本
話
は
丘
に
あ
る
霊
湖
に
住
む
龍
姫
が
天
帝
の
息
子
と
愛
し
合
い
、
妊
娠
し
て
三
個
の
卵
を
産
ん
だ
と
い
う
話
で
あ
る
。
訳
あ
っ

て
怒
っ
た
龍
姫
は
卵
を
棄
て
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
は
植
木
屋
の
夫
婦
に
拾
わ
れ
、
大
事
に
育
て
ら
れ
た
。
そ
し
て
後
に
成
人
し
て

シ
ャ
ン
国
の
王
女
と
結
婚
し
、
そ
の
後
王
位
も
継
い
だ
と
い
う
。
更
に
ミ
ャ
ン
マ
ー
は
中
国
と
陸
続
き
で
あ
る
た
め
、
後
に
二
人
の

王
子
の
一
人
・
弟
君
は
、
中
国
の
天
子
に
な
っ
た
と
語
る
と
こ
ろ
に
注
目
し
た
い
。
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何
故
異
な
る
国
家
、
地
域
な
の
に
、
こ
れ
ほ
ど
類
似
す
る
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。
そ
こ
に
は
、
国
境
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と

な
く
活
動
す
る
、
古
く
か
ら
の
漁
撈
民
で
あ
る
蛋
民
の
存
在
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
は
民
族
や
言

語
も
中
国
の
西
南
少
数
民
族
・
哀
牢
族
と
通
じ
る
文
化
圏
を
持
つ
。
今
日
で
も
南
方
中
国
人
と
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
の
血
の
つ
な
が
り
は

「
一
卵
同
胞
」
と
さ
れ
、「
そ
な
た
は
河
上
に
住
み
、
私
は
河
下
に
住
む
も
の
で
、
同
じ
河
の
水
を
飲
む
血
縁
の
兄
弟
で
あ
る
」
と
い

う
歌
詞
は
、
国
境
近
く
に
暮
ら
し
て
い
る
老
若
男
女
は
み
ん
な
知
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
嶺
南
文
化
圏
に
お
け
る
龍
母
卵
生
伝
説
の
流
れ
を
考
え
る
た
め
、
更
な
る
傍
証
と
な
る
話
、
ベ
ト
ナ
ム
の
始
祖
卵
生
神

話
「
鴻
痝
氏
伝
」
を
紹
介
し
た
い
。『
嶺
南
摭
怪
列
伝
』
巻
一
所
収
「
鴻
厖
氏
伝
」
は
、
か
つ
て
三
品
彰
英
氏
が
〈
卵
生
族
祖
神
話
〉

の
例
話
と
し
て
紹
介
し
た
が
、
全
文
を
取
り
上
げ
て
お
ら
ず
、
解
釈
も
行
わ
れ
て
い
な
い
た
め
、
中
国
の
龍
母
卵
生
伝
説
と
の
関
係

は
判
然
と
し
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
全
文
の
校
異
、
訓
読
を
し
、
初
め
て
の
語
釈
を
試
み
た
。
以
下
篇
を
改
め
て
考
察
し
た
い
。

下
篇五

　
ベ
ト
ナ
ム
の
始
祖
卵
生
説
話
「
鴻
痝
氏
伝
」

『
嶺
南
摭
怪
列
伝
』
巻
一
所
収
「
鴻
厖
氏
伝
」
の
話
の
概
略
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

中
国
の
炎
帝
神
農
氏
の
三
世
の
孫
で
あ
る
帝
明
に
、
帝
宜
が
生
ま
れ
た
。
ま
た
、
帝
明
は
嶺
南
を
ま
わ
る
際
に
婺
仙
の
娘
と
出
会
い
、
結

婚
し
て
録
続
が
生
ま
れ
た
。
こ
の
録
続
は
大
変
聡
明
で
、
父
に
大
層
可
愛
が
ら
れ
て
い
た
。
帝
明
は
こ
の
録
続
に
帝
位
を
継
が
せ
よ
う
と
し

た
が
固
辞
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
兄
で
あ
る
帝
宜
に
譲
っ
た
。
そ
こ
で
録
続
に
は
南
方
を
治
め
る
よ
う
に
命
じ
、
涇
陽
王
に
封
じ
た
。
治
め
る

国
の
名
は
赤
鬼
国
と
言
う
。
そ
の
涇
陽
王
は
能
く
水
府
に
出
入
り
、
洞
庭
君
龍
王
の
娘
を
娶
り
、
息
子
の
崇
覧
が
生
ま
れ
た
。
そ
の
號
は
貉

龍
君
と
呼
ぶ
。
貉
龍
君
は
父
に
代
わ
り
国
を
管
理
し
、
初
め
て
君
臣
・
尊
卑
の
礼
儀
を
決
め
、
人
民
に
耕
作
を
教
え
、
国
民
か
ら
厚
い
信
頼
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を
得
た
。（
中
略
）
後
日
貉
龍
君
は
帝
来
（
帝
宜
の
子
）
の
愛
娘
に
出
会
い
、
一
目
惚
れ
し
て
夫
婦
と
な
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
一
年
が
経
過
し

た
頃
一
つ
の
肉
塊
が
生
ま
れ
た
が
、
不
祥
で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
れ
を
原
野
に
棄
て
た
。
七
日
が
過
ぎ
こ
の
肉
塊
か
ら
百
個
の
卵
が
生
ま
れ
、

そ
の
一
卵
か
ら
一
人
ず
つ
男
の
子
が
誕
生
し
た
。
百
人
の
男
の
う
ち
、
五
十
人
は
父
・
貉
龍
君
に
属
し
、
五
十
人
は
母
・
嫗
姫
と
文
郎
国
（
現

在
の
ベ
ト
ナ
ム
北
部
と
中
国
の
広
西
壮
族
自
治
区
の
一
部
）
に
帰
し
た
。
母
の
国
の
人
々
は
水
中
に
魚
を
捕
る
と
き
、
よ
く
蛟
龍
の
害
に

あ
っ
て
い
た
が
、
父
王
が
龍
の
一
族
で
あ
る
の
で
、
体
に
龍
の
模
様
の
入
れ
墨
を
し
て
、
害
を
逃
れ
た
。
そ
れ
が
百
越
人
の
入
れ
墨
の
風
習

の
始
ま
り
で
あ
る
。

こ
の
伝
説
に
よ
れ
ば
、
百
越
の
始
祖
は
、
北
方
の
炎
帝
神
農
氏
の
末
裔
と
揚
子
江
流
域
の
洞
庭
湖
に
棲
む
龍
王
の
娘
の
間
に
生
ま

れ
た
子
孫
で
あ
り
、
龍
族
の
血
を
継
ぐ
者
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
上
ベ
ト
ナ
ム
の
始
祖
王
・
雄
王
は
、
龍
王
の
娘
が
生
ん
だ
「
百
卵
」

の
中
か
ら
生
ま
れ
た
百
人
の
男
子
の
一
人
で
あ
る
。
し
か
も
雄
王
は
南
下
し
た
母
親
と
共
に
移
動
し
た
五
十
人
の
男
子
か
ら
、
強
者

と
し
て
選
び
出
し
た
雄
者
で
あ
る
。

「
鴻
厖
氏
伝
」
の
成
立
は
、
任
明
華
の
『
越
南
漢
文
小
説
研
究
』
第
二
節
に
は
、『
嶺
南
摭
怪
』
を
始
め
と
す
る
志
怪
、
伝
奇
小
説

の
中
で
「
不
知
作
於
何
代
、
成
於
何
人
。
意
其
草
創
於
李
・
陳
之
鴻
生
碩
儒
、
而
潤
色
於
今
日
好
古
博
雅
之
君
子
矣
」
と
、
そ
の
成

立
時
期
及
び
具
体
的
な
作
者
が
不
詳
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
）
27
（

。
そ
こ
に
掲
載
し
た
ベ
ト
ナ
ム
志
怪
小
説
集
『
嶺
南
摭
怪
列
伝
』
巻

一
（
甲
本
）
は
現
存
す
る
最
古
の
も
の
で
あ
り
、
お
よ
そ
十
四
、十
五
世
紀
頃
成
立
し
た
。
漢
文
で
記
さ
れ
、
中
国
文
化
の
影
響
を

色
濃
く
見
て
と
れ
る
と
い
う
。

な
お
「
鴻
厖
氏
伝
」
に
は
幾
つ
か
の
伝
本
が
あ
り
、
陳
荊
和
校
合
本
『
大
越
史
記
全
書
）
28
（

』
に
も
十
八
世
紀
頃
の
異
本
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
が
、
本
稿
で
は
最
も
古
い
伝
本
『
嶺
南
摭
怪
列
伝
』
巻
一
（
甲
本
）
所
収
の
「
鴻
厖
氏
伝
」
を
読
み
解
く
こ
と
に
し
た
。

ま
ず
本
文
の
全
文
を
紹
介
し
た
い
。
な
お
本
文
校
異
は
『
新
編
天
南
雲
録
列
傳
』
巻
一
所
収
「
鴻
厖
伝
」（
出
嶺
南
摭
怪
）
29
（

）
に
よ
る
。

　 

　
炎
帝
神
農
氏
三
世
孫
帝
明
、
生
帝
宜
。
南
巡
狩
至
五
嶺
。
得
婺
仙
之
女
、
納
而
帰
、
生
禄
続
。
容
貌
端
正
、
聡
敏
夙
成
。
帝
明
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奇
之
、
使
嗣
位
。
禄
続
固
辞
、
譲
其
兄
。
乃
立
宜
爲
嗣
、
以
治
北
地
。
封
禄
続
爲
涇
陽
王
、
以
治
南
方
、
号
爲
赤
鬼
国
。
涇
陽
王

能
行
水
府
、
娶
洞
庭
君
龍
王
女
、
生
崇
䌫
。
号
爲
貉
龍
君
、
代
治
其
国
（
ａ
）。
涇
陽
王
不
知
所
之
。

　 
　
貉
龍
君
教
民
耕
稼
農
桑
、
始
有
君
臣
尊
卑
之
等
、
父
子
夫
婦
之
倫
。
或
時
帰
水
府
、
而
百
姓
晏
然
無
事
、
不
知
所
然
者
。
民
有

事
、
則
揚
声
呼
龍
君
曰
、「
逋
乎
何
在
？
越
俗
呼
父
曰
逋

。
不
能
来
以
活
我
輩
。」
龍
君
即
来
、
其
霊
顯
感
應
、
人
莫
能
測
。

　 

　
帝
宜
伝
子
帝
来
、
以
北
方
天
下
無
事
、
命
其
臣
蚩
尤
代
守
国
事
、
而
南
巡
赤
鬼
国
。
時
龍
君
已
帰
水
府
、
国
内
無
主
、
帝
来
乃

留
其
愛
女
嫗
姫
與
衆
侍
婢
居
行
在
。
周
行
天
下
、
遍
覧
形
勝
。
見
奇
花
異
卉
、
珍
禽
異
獣
。
犀
象
玳
瑁
、
金
銀
椒
桂
、
石
乳
沉
檀
、

山
殽
海
物
、
無
物
不
有
。
又
四
時
気
候
、
不
寒
不
熱
、
帝
来
乃
愛
慕
之
、
楽
而
忘
返
（
ｂ
）。
南
方
之
民
、
苦
北
方
煩
擾
、
不
得

安
恬
如
初
、
乃
相
率
呼
龍
君
曰
、「
逋
乎
何
在
？
使
北
方
侵
擾
方
民
。」
龍
君
倏
然
而
来
、
見
嫗
姫
容
貌
奇
偉
、
龍
君
悦
之
。
乃
化

作
好
児
郎
、
豊
姿
秀
麗
、
左
右
前
後
、
侍
従
者
衆
。
行
歌
鼓
吹
、
虚
建
宮
中
。
嫗
姫
悦
従
、
龍
君
藏
於
龍
岱
巌
。
帝
来
還
行
在
、

不
見
嫗
姫
、
命
群
臣
遍
尋
天
下
。
龍
君
有
神
通
、
変
現
万
端
、
妖
精
鬼
魅
、
龍
蛇
虎
象
、
尋
者
畏
懼
、
不
敢
捜
索
、
帝
来
乃
帰
。

再
伝
至
帝
楡
罔
、
蚩
尤
作
乱
、
有
熊
国
君
軒
轅
、
率
諸
侯
兵
戦
不
克
。
蚩
尤
獣
形
人
語
、
勇
猛
有
力
。
或
教
軒
轅
以
獣
皮
鼓
爲
令

戦
之
、
蚩
尤
乃
驚
敗
於
涿
鹿
。
帝
楡
罔
侵
陵
諸
侯
、
與
軒
轅
戦
於
阪
泉
、
三
戦
而
敗
、
降
封
於
洛
邑
而
死
、
神
農
氏
遂
亡
（
ｃ
）。

　 

　
龍
君
與
嫗
姫
居
期
年
而
生
一
胞
、
以
爲
不
祥
、
棄
諸
原
野
。
過
六
七
日
、
胞
中
開
出
百
卵
。
一
卵
生
一
男
、
乃
取
帰
而
養
之
、

不
労
乳
哺
。
各
自
成
長
、
秀
麗
奇
異
、
智
勇
倶
全
、
人
々
畏
服
、
謂
其
非
常
之
兆
（
ｄ
）。
龍
君
久
居
水
国
、
兄
弟
母
子
独
居
、

思
帰
北
国
。
行
至
境
上
、
黄
帝
聞
之
懼
、
遣
兵
禦
塞
外
、
母
子
不
得
帰
。
回
南
国
呼
龍
君
曰
、「
逋
乎
何
在
？
使
吾
母
子
寡
居
、

日
夜
悲
傷
。」
龍
君
忽
来
、
遇
於
㐮
野
。
嫗
姫
曰
、「
妾
本
北
国
人
、
與
君
相
処
、
生
百
男
、
棄
妾
而
去
、
不
同
鞠
育
。
使
無
夫
無

婦
之
人
、
徒
自
傷
耳
。」
龍
君
曰
、「
我
是
龍
種
、
水
族
之
長
。
君
是
仙
種
、
地
上
之
人
。
雖
陰
陽
之
気
合
而
有
子
、
然
水
火
相
剋
、

種
類
不
同
、
難
以
久
居
。
今
相
分
別
、
吾
将
五
十
男
帰
水
府
、
分
治
各
処
。
五
十
男
従
汝
居
地
上
、
分
国
而
治
。
登
山
入
水
、
有

事
相
聞
、
無
有
相
廃
。」
百
男
聴
従
、
然
後
辞
去
（
ｅ
）。

　 

　
嫗
姫
與
五
十
男
居
峯
州
今
白
鶴
県
是
也

、
自
相
推
服
、
尊
其
雄
長
者
爲
主
、
号
曰
雄
王
、
国
号
曰
文
郎
国
。
東
夾
南
海
、
西
抵
巴
蜀
、

北
至
洞
庭
湖
、
南
至
狐
精
国
今
占
城
是
也

。
分
国
爲
十
五
部
一
作
郡

、
曰
越
裳
、
曰
交
趾
、
曰
朱
鳶
、
曰
武
寧
、
曰
福
禄
、
曰
寧
海
、
曰
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陽
泉
、
曰
陸
海
、
曰
懐
驩
、
曰
九
真
、
曰
日
南
、
曰
真
定
、
曰
文
郎
、
曰
桂
林
、
曰
象
郡
等
部
、
分
群
弟
治
之
（
ｆ
）。
置
其
次
爲
将
相
、

相
曰
貉
侯
、
将
曰
貉
将
（
ｇ
）。
王
子
曰
官
郎
、
女
曰
媚
娘
。
百
司
曰
蒲
正
、
臣
僕
女
隷
曰
稍
称
一
作
奴
婢

。
臣
曰
魂
、
世
々
以
父
傅

子
曰
輔
導
。
世
々
相
傅
、
號
爲
雄
王
而
不
易
（
ｈ
）。
時
林
麓
之
民
漁
於
水
者
、
往
々
爲
蛟
龍
所
害
、
言
於
王
。
王
曰
「
山
蛮
之
種

與
水
族
実
殊
、
彼
好
同
悪
異
、
故
相
侵
害
。」
令
人
以
墨
刺
画
其
身
、
爲
龍
君
之
形
、
水
怪
之
状
。
自
是
民
免
蛟
傷
之
災
。
而
百
越

文
身
之
俗
、
蓋
始
於
此
（
ｉ
）。
国
初
民
用
未
足
、
以
木
皮
爲
衣
一
作
紙

、
織
菅
草
爲
席
、
以
米
汁
爲
酒
、
以
桄
榔
棕
櫚
爲
飯
一
作
飲

、

禽
獣
魚
鼈
爲
鹹
、
薑
根
爲
塩
。
刀
耕
火
種
、
地
多
糯
米
、
以
竹
筒
炊
之
。
架
木
爲
屋
、
以
避
虎
狼
之
害
。
剪
短
其
髪
、
以
便
山
川
之
入
。

子
之
生
也
、
以
蕉
葉
臥
之
。
人
之
死
也
、
以
舂
杵
之
、
令
隣
人
聞
而
来
救
。
未
有
檳
榔
、
男
女
嫁
娶
、
以
塩
封
爲
先
。
然
後
殺
牛

羊
以
成
礼
、
以
糯
飯
入
房
中
、
相
食
悉
、
然
後
交
通
（
ｊ
）。
蓋
百
男
乃
百
越
之
始
祖
也
（
ｋ
）。

　
次
は
訓
読
文
で
あ
る
。

炎
帝
神
農
氏
三
世
の
孫
帝
明
、
帝
宜
を
生
む
。
南
の
か
た
巡
狩
し
て
五
嶺
に
至
る
。
婺
仙
の
女
を
得
、
納
め
て
帰
り
、
禄
続
を
生
む
。
容

貌
端
正
に
し
て
、
聡
敏
夙
に
成
る
。
帝
明
之
を
奇
と
し
、
位
を
嗣
が
し
め
む
と
す
。
禄
続
固
辞
し
、
其
の
兄
に
譲
る
。
乃
ち
宜
を
立
て
て
嗣

と
為
し
、
以
て
北
地
を
治
め
し
む
。
禄
続
を
封
じ
て
涇
陽
王
と
為
し
、
以
て
南
方
を
治
め
し
め
、
號
し
て
赤
鬼
国
と
為
す
。
涇
陽
王
は
能
く

水
府
に
行
き
、
洞
庭
君
龍
王
の
女
を
娶
り
、
崇
䌫
を
生
む
。
號
し
て
貉
龍
君
と
為
し
、
代
り
て
其
の
国
を
治
め
し
む
。
涇
陽
王
は
之
く
所
を

知
ら
ず
。

貉
龍
君
は
民
に
耕
稼
農
桑
を
教
へ
、
始
め
て
君
臣
尊
卑
の
等
、
父
子
夫
婦
の
倫
有
り
。
或
る
時
水
府
に
帰
る
も
、
百
姓
晏
然
と
し
て
事
無

く
、
然
す
る
所
の
者
を
知
ら
ず
。
民
に
事
有
れ
ば
、
則
ち
声
を
揚
げ
て
龍
君
を
呼
び
て
曰
く
、「
逋
や
何
く
に
か
在
る
？
（
越
俗
に
父
を
呼

び
て
逋
と
曰
ふ
）
来
り
て
以
て
我
輩
を
活
か
す
能
は
ざ
る
や
？
」
と
。
龍
君
即
ち
来
り
、
其
の
霊
顯
感
應
は
、
人
能
く
測
る
莫
し
。

　
帝
宜
は
子
帝
来
に
傳
へ
、
北
方
天
下
事
無
き
を
以
て
、
其
の
臣
蚩
尤
に
命
じ
て
代
は
り
て
国
事
を
守
ら
し
め
、
而
し
て
南
の
か
た
赤
鬼
国

を
巡
す
。
時
に
龍
君
已
に
水
府
に
帰
り
、
国
内
に
主
無
け
れ
ば
、
帝
来
乃
ち
其
の
愛
女
嫗
姫
を
留
め
て
衆
侍
婢
と
與
に
行
在
に
居
ら
し
む
。
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天
下
を
周
行
し
、
形
勝
を
遍
覧
す
。
奇
花
異
卉
、
珍
禽
異
獣
を
見
る
。
犀
象
玳
瑁
、
金
銀
椒
桂
、
石
乳
沉
檀
、
山
殽
海
物
、
物
の
有
ら
ざ
る

無
し
。
又
た
四
時
の
気
候
、
寒
か
ら
ず
熱
か
ら
ず
、
帝
来
乃
ち
之
を
愛
慕
し
、
楽
し
み
て
返
る
を
忘
る
。
南
方
の
民
、
北
方
煩
擾
し
て
、
安

恬
た
る
こ
と
初
の
如
く
な
る
を
得
ざ
る
を
苦
し
み
、
乃
ち
相
率
ゐ
て
龍
君
を
呼
び
て
曰
く
、「
逋
や
何
く
に
か
在
る
？
北
方
を
し
て
方
民
を

侵
擾
せ
し
む
る
や
」
と
。
龍
君
倏
然
と
し
て
来
り
、
嫗
姫
の
容
貌
奇
偉
な
る
を
見
、
龍
君
之
を
悦
ぶ
。
乃
ち
か
し
て
好
児
郎
と
作
り
、
豊
姿

秀
麗
に
し
て
、
左
右
前
後
、
侍
従
者
衆
し
。
行
歌
鼓
吹
し
、
虚
建
宮
の
中
。
嫗
姫
悦
び
て
従
ふ
。
龍
君
龍
岱
巌
に
藏
す
。
帝
来
行
在
に
還
る
に
、

嫗
姫
を
見
ざ
れ
ば
、
群
臣
に
命
じ
て
遍
く
天
下
を
尋
ね
し
む
。
龍
君
に
神
通
有
り
、
変
現
万
端
、
妖
精
鬼
魅
、
龍
蛇
虎
象
と
な
れ
ば
、
尋
ぬ

る
者
畏
懼
し
、
敢
へ
て
捜
索
せ
ず
。
帝
来
乃
ち
帰
る
。
再
た
傅
へ
て
帝
楡
罔
に
至
り
、
蚩
尤
乱
を
作
し
、
有
熊
国
君
軒
轅
、
諸
侯
の
兵
を
率

ゐ
て
戦
ふ
も
克
た
ず
。
蚩
尤
は
獣
形
人
語
、
勇
猛
に
し
て
力
有
り
。
或
ひ
と
軒
轅
に
教
へ
、
獣
皮
鼓
を
以
て
令
と
爲
し
之
と
戦
は
し
む
れ
ば
、

蚩
尤
乃
ち
驚
き
て
涿
鹿
に
敗
る
。
帝
楡
罔
は
諸
侯
を
侵
陵
し
、
軒
轅
と
阪
泉
に
戦
ひ
、
三
た
び
戦
ひ
て
敗
れ
、
降
り
て
洛
邑
に
封
ぜ
ら
れ
て

死
し
、
神
農
氏
遂
に
亡
ぶ
。

　
龍
君
は
嫗
姫
と
居
る
こ
と
期
年
に
し
て
一
胞
を
生
む
も
、
以
て
不
祥
と
為
し
、
諸
を
原
野
に
棄
つ
。
過
ぎ
る
こ
と
六
・
七
日
、
胞
中
開
き

て
百
卵
を
出
だ
す
。
一
卵
一
男
を
生
み
、
乃
ち
取
り
て
帰
り
て
之
を
養
へ
ば
、
乳
哺
に
労
せ
ず
。
各
自
ら
成
長
し
、
秀
麗
奇
異
、
智
勇
倶
に

全
し
。
人
々
畏
服
し
、
其
れ
非
常
の
兆
と
謂
ふ
。
龍
君
は
久
し
く
水
国
に
居
り
、
兄
弟
母
子
は
独
居
す
れ
ば
、
北
国
に
帰
ら
む
こ
と
を
思

ふ
。
行
き
て
境
の
上
に
至
る
に
、
黄
帝
之
を
聞
き
て
懼
れ
、
兵
を
遣
は
し
て
塞
外
に
禦
げ
ば
、
母
子
帰
す
る
を
得
ず
。
南
国
に
回
り
、
龍
君

を
呼
び
て
曰
く
、「
逋
や
何
く
に
か
在
る
、
吾
が
母
子
を
し
て
寡
居
し
、
日
夜
悲
傷
せ
し
む
る
や
」
と
。
龍
君
忽
と
し
て
来
り
、
㐮
野
に
遇

ふ
。
嫗
姫
曰
く
、「
妾
は
本
北
国
の
人
な
り
。
君
と
相
処
し
、
百
男
を
生
む
に
、
妾
を
棄
て
て
去
り
、
同
に
育
て
ず
、
無
夫
無
婦
の
人
た
ら

し
む
れ
ば
、
徒
自
ら
傷
む
の
み
」
と
。
龍
君
曰
く
、「
我
は
是
れ
龍
種
に
し
て
、
水
族
の
長
な
り
。
君
は
是
れ
仙
種
に
し
て
、
地
上
の
人
な

り
。
陰
陽
の
気
合
し
て
子
あ
り
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
水
火
相
剋
し
、
種
類
同
じ
か
ら
ざ
れ
ば
、
以
て
久
し
く
居
り
難
し
。
今
相
分
別
し
、
吾

は
五
十
男
を
将
て
水
府
に
帰
り
、
各
処
を
分
治
せ
し
め
む
。
五
十
男
は
汝
に
従
ひ
て
地
上
に
居
り
、
国
を
分
ち
て
治
め
し
め
む
。
山
に
登
り

水
に
入
り
、
事
有
ら
ば
相
聞
き
、
相
廃
す
る
こ
と
有
る
無
か
れ
」
と
。
百
男
聴
従
し
、
然
る
後
辞
去
す
。

　
嫗
姫
は
五
十
男
と
峯
州
（
今
の
白
鶴
県
、
是
な
り
。）
に
居
り
、
自
ら
相
推
服
し
、
其
の
雄
長
者
を
尊
ひ
て
主
と
為
し
、
號
し
て
雄
王
と
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曰
ひ
、
国
號
を
文
郎
国
と
曰
ふ
。
東
に
南
海
を
夾
み
、
西
に
巴
蜀
を
抵
り
、
北
は
洞
庭
湖
に
至
り
、
南
は
狐
精
国
（
今
の
占
城
、
是
な
り
。）

に
至
る
。
国
を
分
ち
て
十
五
部
（
一
に
「
郡
」
に
作
る
）
と
爲
し
、
越
裳
と
曰
ひ
、
交
趾
と
曰
ひ
、
朱
鳶
と
曰
ひ
、
武
寧
と
曰
ひ
、
福
禄
と

曰
ひ
、
寧
海
と
曰
ひ
、
陽
泉
と
曰
ひ
、
陸
海
と
曰
ひ
、
懐
驩
と
曰
ひ
、
九
真
と
曰
ひ
、
日
南
と
曰
ひ
、
真
定
と
曰
ひ
、
文
郎
と
曰
ひ
、
桂
林

と
曰
ひ
、
象
郡
と
曰
ふ
等
の
部
、
群
弟
に
分
ち
て
之
を
治
め
し
む
。
其
の
次
を
置
き
て
将
相
と
為
し
、
相
は
貉
侯
と
曰
ひ
、
将
は
貉
将
と
曰

ふ
。
王
子
は
官
郎
と
曰
ひ
、
女
は
媚
娘
と
曰
ふ
。
百
司
は
蒲
正
と
曰
ひ
、
臣
僕
女
隷
は
稍
称
（
一
に
「
奴
婢
」
に
作
る
）
と
曰
ふ
。
臣
は
魂

と
曰
ひ
、
世
々
父
を
以
て
子
に
傅
ら
し
め
て
輔
導
と
曰
ふ
。
世
々
相
傳
り
、
號
し
て
雄
王
と
為
し
て
易
へ
ず
。
時
に
林
麓
の
民
の
水
に
漁
る

者
、
往
々
に
し
て
蛟
龍
の
害
す
る
所
と
為
り
、
王
に
言
ふ
。
王
曰
く
、「
山
蛮
の
種
は
水
族
と
実
に
殊
り
、
彼
は
同
を
好
み
て
異
を
悪
め
ば
、

故
に
相
侵
害
す
」
と
。
人
を
し
て
墨
刺
を
以
て
其
の
身
に
畫
き
、
龍
君
の
形
、
水
怪
の
状
を
為
さ
し
む
。
是
よ
り
民
蛟
傷
の
災
を
免
る
。
而

か
る
に
百
越
の
文
身
の
俗
は
、
蓋
し
此
に
始
ま
る
な
り
。
国
初
は
民
用
未
だ
足
ら
ず
、
木
皮
を
以
て
衣
（
一
に
「
紙
」
に
作
る
）
を
為
り
、

菅
草
を
織
り
て
席
を
為
り
、
米
汁
を
以
て
酒
を
為
り
、
桄
榔
・
椶
櫚
を
以
て
飯
（
一
に
「
飲
」
に
作
る
）
と
爲
し
、
禽
獣
魚
鼈
も
て
鹹
と
為

し
、
薑
根
も
て
盐
と
為
す
。
刀
耕
火
種
し
、
地
に
糯
米
多
く
、
竹
筒
を
以
て
之
を
炊
く
。
木
に
架
け
て
屋
を
為
り
、
以
て
虎
狼
の
害
を
避
く
。

剪
り
て
其
の
髪
を
短
く
し
、
以
て
山
川
の
入
に
便
な
り
。
子
の
生
ま
る
る
や
、
蕉
葉
を
以
て
之
に
臥
せ
し
む
。
人
の
死
す
る
や
、
舂
を
以
て

之
を
杵
し
、
隣
人
を
し
て
聞
き
て
来
り
救
は
し
む
。
未
だ
檳
榔
有
ら
ず
、
男
女
嫁
娶
す
る
に
、
盐
封
を
以
て
先
と
爲
す
。
然
る
後
に
牛
羊
を

殺
し
て
以
て
礼
を
成
し
、
糯
飯
を
以
て
房
中
に
入
れ
、
相
食
悉
し
て
、
然
る
後
に
交
通
す
。

蓋
し
百
男
は
乃
ち
百
越
の
始
祖
な
ら
む
。

文
章
の
冒
頭
に
所
謂
血
統
的
に
ベ
ト
ナ
ム
の
鴻
厖
王
は
、
中
国
古
代
の
炎
帝
神
農
氏
の
子
孫
で
、
黄
帝
と
先
祖
を
同
じ
く
す
る
と

強
調
さ
れ
て
い
る
。
更
に
炎
帝
神
農
氏
の
三
世
孫
帝
明
が
、
南
方
を
巡
狩
し
た
際
に
五
嶺
で
越
地
の
婺
仙
の
娘
を
嫁
と
し
、
息
子
禄

続
が
生
ま
れ
た
と
言
う
。
禄
続
は
庶
子
だ
が
、
容
貌
端
麗
で
聡
明
だ
っ
た
た
め
帝
明
に
可
愛
が
れ
た
も
の
の
、
皇
位
継
承
は
固
く
辞

退
し
、
兄
嫡
子
の
帝
宜
に
譲
る
。
帝
宜
は
即
位
後
、
北
方
の
地
を
治
め
た
と
い
う
。
帝
明
と
帝
宜
は
、
宋
・
李
昉
等
勅
撰
『
太
平
御

覧
』
巻
七
八
「
皇
王
部
」
三
〈
炎
帝
神
農
氏
〉
に
「
帝
王
世
紀
曰
、
神
農
氏
有
聖
徳
、
以
火
承
木
位
、
在
南
方
。
主
夏
故
謂
之
炎
帝
。
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（
中
略
）
凡
八
世
帝
承
・
帝
臨
・
帝
明
・
帝
直
（
本
文
で
は
「
帝
宜
」
と
す
る
）・
帝
来
・
帝
哀
・
帝
楡
罔
」
と
あ
り
、
実
在
し
た
帝

王
と
さ
れ
る
。

　
又
禄
続
の
母
親
・
婺
仙
の
娘
の
出
身
地
「
婺
」
に
つ
い
て
も
、『
太
平
御
覧
』
巻
一
七
一
「
州
郡
部
」
十
七
〈
江
南
道
下
・
婺
州
〉

の
条
に
は

　 

　【
十
道
志
曰
、
婺
州
東
陽
郡
、
禹
貢
揚
州
之
域
。
春
秋
時
爲
越
之
西
界
。
秦
属
会
稽
郡
、
漢
初
属
荊
呉
二
国
。
郡
国
志
曰
、
婺

州
正
得
東
越
之
地
。（
中
略
）
州
人
俗
軽
躁
、
少
信
行
、
好
淫
祀
。】

婺
は
古
越
の
地
で
あ
り
、
東
越
の
地
に
属
す
と
し
て
い
る
。
そ
こ
の
人
は
様
々
な
神
様
を
祀
る
の
だ
と
い
う
。

つ
ま
り
「
婺
仙
之
女
」
は
婺
州
（
現
在
浙
江
省
金
華
市
の
北
東
方
面
の
義
烏
に
当
る
）
と
い
う
古
越
の
女
子
で
あ
る
。
後
に
婺
仙

の
娘
は
禄
続
を
生
ん
だ
。
禄
続
は
成
人
し
て
涇
陽
王
に
封
じ
ら
れ
、
南
方
の
地
を
管
理
す
る
よ
う
に
な
る
。
涇
陽
王
は
水
府
の
洞
庭

湖
に
行
き
、
龍
王
の
娘
と
結
婚
し
、
子
・
崇
䌫
が
生
ま
れ
た
。
龍
の
子
孫
・
崇
䌫
は
号
を
貉
龍
君
と
名
乗
り
、
父
親
に
代
わ
り
国
を

治
め
た
（
（
ａ
）
の
傍
線
）。

さ
て
貉
龍
君
・
崇
䌫
は
ど
ん
な
国
王
で
あ
ろ
う
か
。
又
ど
う
い
う
国
を
管
理
し
て
い
て
、
そ
の
子
孫
は
ど
ん
な
暮
ら
し
を
し
て
い

る
の
か
。
本
文
を
見
な
が
ら
検
討
し
て
み
た
い
。

（
一
）
貉
龍
君
は
国
民
に
農
業
・
養
桑
や
君
臣
・
尊
卑
・
父
子
・
夫
婦
等
の
倫
理
を
教
え
て
い
て
、
百
姓
達
は
み
ん
な
平
穏
な
暮

ら
し
を
し
て
い
る
。
し
か
し
貉
龍
君
は
時
々
母
の
国
洞
庭
湖
の
水
府
に
帰
る
た
め
、
民
は
用
事
が
あ
れ
ば
、
大
声
を
揚
げ
て
龍
君
を

「
お
父
様
ど
こ
に
い
る
や
？
我
々
を
助
け
て
く
れ
な
い
か
？
」
と
叫
ぶ
と
、
貉
龍
君
は
た
ち
ま
ち
に
や
っ
て
く
る
の
だ
。
そ
の
霊
顯

な
力
は
と
て
も
不
思
議
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
始
祖
卵
生
神
話
の
⑮
話
と
共
通
項
を
持
つ
。
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越
の
言
葉
「
逋
（
お
父
様
）
」
に
つ
い
て
調
べ
て
見
る
と
、『
漢
語
大
詞
典
』
は
「
広
韻
、
博
孤
切
、
平
模
、
幇
」
と
な
る
。
本
話

で
は
「
父
親
」
の
意
味
と
す
る
が
、
辞
書
で
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
劉
錫
嶺
氏
は
「
父
、
峒
語
、
不
。
瑤
語
、
布
。
壮
語
、

博
」
と
、
侗
族
・
瑤
族
・
壮
族
の
い
ず
れ
も
「bu

」
と
発
音
す
る
と
紹
介
し
、
父
親
の
意
と
す
る
）
30
（

。
侗
族
・
瑤
族
・
壮
族
は
、
現

在
中
国
南
西
地
域
の
貴
州
省
、
広
西
壮
族
自
治
区
、
広
東
省
、
湖
南
省
等
の
地
方
で
分
布
し
て
い
る
少
数
民
族
で
あ
る
。

（
二
）
本
文
中
に
「
奇
花
異
卉
、
珍
禽
異
獣
。
犀
象
玳
瑁
、
金
銀
椒
桂
、
石
乳
沉
檀
、
山
殽
海
物
、
無
物
不
有
。
又
四
時
気
候
、

不
寒
不
熱
、
帝
来
乃
愛
慕
之
、
楽
而
忘
返
」(

（
ｂ
）
波
線)

と
い
っ
た
文
は
、
嶺
南
地
方
の
恵
ま
れ
た
気
候
と
自
然
、
な
お
豊
富
な

物
産
と
珍
味
等
を
描
い
て
い
る
。『
太
平
御
覧
』
巻
七
八
六
「
四
夷
部
七
」〈
南
蛮
二
・
烏
滸
〉
に
は
「
異
物
志
曰
、
烏
滸
取
翠
羽
、

採
珠
爲
産
」
と
、
烏
滸
（
壮
族
の
古
称
）
に
真
珠
、
カ
ワ
セ
ミ
の
羽
毛
等
を
産
出
し
て
い
る
と
あ
る
。
ま
た
宋
・
周
去
非
撰
『
嶺
外

代
答
』
に
も
、「
食
用
門
」「
香
門
」「
宝
貨
門
」「
華
木
門
」「
金
石
門
」「
禽
獣
門
」
等
の
部
立
が
あ
り
、
そ
の
中
に
「
沉
水
香
、
檀
木
、

真
珠
、
琥
珀
、
金
、
銀
、
銅
、
鍾
乳
石
、
芭
蕉
、
荔
枝
、
竜
眼
」
等
の
宝
物
の
名
前
が
確
認
で
き
る
。

（
三
）
帝
明
が
、
南
方
を
巡
狩
し
た
際
に
、
五
嶺
と
い
う
地
に
訪
問
し
、
そ
こ
で
仙
女
と
出
会
い
、
結
婚
し
た
と
い
う
。
実
は
こ

の
五
嶺
は
、
中
国
の
南
方
地
域
、
す
な
わ
ち
歴
史
上
の
百
越
の
地
を
指
す
の
で
あ
る
。『
晋
書
』
巻
十
五
「
地
理
志
下
・
交
州
」
に
、

次
の
よ
う
な
記
録
が
見
え
る
。

　 

　【
交
州
按
禹
貢
揚
州
之
域
、
是
爲
南
越
之
土
。
秦
始
皇
既
略
定
揚
越
、
以
謫
戊
卒
五
十
万
人
守
五
嶺
。
自
北
徂
南
、
入
越
之
道
、

必
由
嶺
嶠
、
時
有
五
処
、
故
曰
五
嶺
。】

始
皇
帝
の
時
代
か
ら
五
十
万
人
の
兵
卒
を
派
遣
し
、
南
越
の
交
州
の
地
に
あ
る
五
嶺
を
守
ら
せ
た
と
い
う
（
傍
線
）。
こ
の
五
嶺
は
五
つ

の
嶺
が
あ
り
、
古
く
北
か
ら
南
へ
、
越
に
入
る
際
に
、
必
ず
通
ら
な
い
と
行
け
な
い
肝
心
な
関
所
で
も
あ
る
（
破
線
）。
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古
く
か
ら
五
嶺
よ
り
以
南
の
地
域
は
「
嶺
南
」「
嶺
外
」
と
も
言
い
、
百
越
の
南
の
地
を
指
す
。
ま
た
南
越
と
も
称
す
。
唐
代
に

は
「
嶺
南
道
」（
地
方
行
政
区
画
）
と
な
る
。「
嶺
南
道
」
は
今
日
の
ベ
ト
ナ
ム
北
部
の
一
部
、
広
東
省
、
広
西
チ
ワ
ン
族
自
治
区
、

海
南
島
等
の
地
を
指
す
。

（
四
）「
鴻
痝
氏
伝
」
に
は
、
自
ら
「
百
越
」
の
子
孫
と
称
し
、
そ
の
国
土
は
「
東
に
南
海
（
現
在
の
広
東
省
広
州
市
周
辺
）
を
は

さ
み
、
西
に
巴
蜀
（
巴
は
今
四
川
省
の
重
慶
地
方
、
蜀
は
今
の
成
都
地
方
）
を
至
り
、
北
は
洞
庭
湖
に
至
り
、
南
は
狐
精
国
（
今
の

占
城
）
に
至
る
」（
（
ｆ
）
の
二
重
線
）
と
い
う
。

百
越
の
初
見
は
秦
・
呂
不
韋
撰
『
呂
氏
春
秋
』
巻
二
十
「
恃
君
覧
第
八
」
で
あ
る
。

　 

　【
楊
漢
之
南
、
百
越
之
際
。（
中
略
）
多
無
君
。（
そ
の
漢
・
高
誘
注
に
よ
る
と
「
楊
州
漢
水
南
、
越
有
百
種
。
皆
南
越
之
夷
、
無

君
也
。」
）
】

秦
代
か
ら
揚
州
や
漢
水
以
南
の
地
域
に
は
、
百
越
夷
の
地
で
あ
る
（
傍
線
）。
ま
た
漢
・
高
誘
注
に
は
、
更
に
「
越
は
百
種
が
あ
り
。
皆

南
越
の
夷
で
あ
り
、
君
長
が
無
い
の
だ
」
と
説
明
し
て
い
た
（
破
線
）。

百
越
に
つ
い
て
は
、
後
漢
・
班
固
撰
『
漢
書
』
巻
二
八
「
地
理
志
・
下
」
に
詳
し
い
。

　 

　【
粤
（
同
「
越
」
）
地
、
牽
牛
婺
女
之
分
也
。
今
之
蒼
梧
・
鬱
林
・
合
浦
・
交
趾
・
九
真
・
南
海
・
日
南
・
皆
粤
分
也
。
其
君

禹
後
帝
少
康
之
庶
子
、
云
封
於
会
稽
。
断
髪
文
身
、
以
避
蛟
龍
之
害
。
後
二
十
世
至
勾
践
称
王
。】

今
の
蒼
梧
・
鬱
林
・
合
浦
・
交
趾
・
九
真
・
南
海
・
日
南
等
の
地
は
す
べ
て
越
の
国
土
で
あ
る
と
い
う
。
国
民
は
み
ん
な
断
髪
・
文
身
し
、

蛟
龍
の
害
を
避
け
る
た
め
で
あ
る
（
傍
線
）。
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す
な
わ
ち
漢
代
か
ら
は
蒼
梧
郡
（
現
在
広
西
壮
族
自
治
区
桂
林
と
梧
州
の
間
）、
鬱
林
郡
（
現
在
広
西
壮
族
自
治
区
三
江
侗
族
か

ら
柳
州
を
含
む
崇
左
に
至
る
地
域
）、
合
浦
郡
（
現
在
広
西
壮
族
自
治
区
欽
州
か
ら
広
東
省
の
台
州
ま
で
の
間
）、
交
趾
郡
（
現
在
の

ベ
ト
ナ
ム
北
部
と
広
西
壮
族
自
治
区
の
一
部
）、
九
真
（
現
在
の
ベ
ト
ナ
ム
中
部
）、
南
海
郡
（
現
在
の
広
東
省
の
北
部
と
中
部
、
及

び
広
州
市
周
辺
）、
日
南
（
現
在
の
ベ
ト
ナ
ム
南
部
）
等
の
地
域
は
、
全
部
越
の
地
で
あ
る
。

後
に
唐
代
の
顔
師
古
が
「
自
交
趾
至
会
稽
、
七
八
千
里
、
百
粤
雑
処
」
と
、
交
趾
（
現
在
の
ベ
ト
ナ
ム
河
内
周
辺
）
か
ら
会
稽
（
現

在
の
浙
江
省
紹
興
市
東
側
）
ま
で
の
七
八
千
里
は
、
百
越
が
雑
居
す
る
地
域
だ
と
注
を
し
て
い
る
。

鴻
痝
氏
伝
の
百
越
と
称
さ
れ
る
地
域
が
、
先
述
し
た
蛋
民
の
移
動
す
る
地
域
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
、
特
に
注
目
す
べ
き
と

こ
ろ
で
あ
る
。

（
五
）
本
文
に
は
雄
王
は
国
土
を
十
五
郡
部
に
分
け
、
兄
弟
た
ち
と
共
に
管
理
し
た
と
い
う
。
こ
の
十
五
の
郡
部
の
、
実
在
性
及

び
分
布
範
囲
に
つ
い
て
、
古
地
図
と
古
地
理
書
等
を
確
認
し
て
み
た
。

先
ず
貉
龍
君
に
捨
て
ら
れ
た
嫗
姫
と
五
十
人
の
息
子
（
（
ｅ
）
の
波
線
）
が
最
初
に
や
っ
て
来
た
場
所
は
、
峯
州
で
あ
っ
た
。

「
峯
州
」
は
現
在
の
ベ
ト
ナ
ム
・
ハ
ナ
イ
よ
り
北
西
に
あ
る
地
名
で
、
秦
の
象
郡
、
漢
の
交
趾
郡
、
唐
の
嶺
南
道
に
属
し
た
。『
太

平
御
覧
』
巻
一
七
二
「
州
郡
部
」
十
八
〈
嶺
南
道
〉（
以
下
全
部
〈
嶺
南
道
〉
で
記
す
）
は
、「
方
輿
志
曰
、
峯
州
承
化
郡
、
古
文
郎
国
。

亦
陸
梁
地
。
秦
属
象
郡
。
両
漢
属
交
趾
郡
。（
中
略
）
隋
平
陳
改
為
峯
州
。
煬
帝
初
廃
、
唐
復
置
峯
州
。」
と
、
古
文
郎
国
で
あ
り
、
隋
・

唐
か
ら
峯
州
と
し
て
設
置
さ
れ
た
。

峯
州
は
今
の
白
鶴
県
と
い
う
割
り
注
に
関
し
て
は
、
不
明
で
あ
る
。
ま
た
文
郎
国
の
範
囲
と
さ
れ
る
南
の
狐
精
国
（
今
の
占
城
）

と
い
う
の
は
、
古
い
国
名
で
、
現
在
の
ベ
ト
ナ
ム
中
南
部
の
平
定
周
辺
に
位
置
し
、
後
漢
か
ら
明
代
ま
で
存
在
し
た
地
名
で
あ
る
。

宋
・
趙
汝
適
撰
『
諸
蕃
志
』
巻
上
「
志
国
」〈
交
趾
国
、
占
城
国
〉
に
は
、
次
の
と
お
り
記
す
。
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　【
占
城
東
海
路
。
通
広
州
、
西
接
雲
南
、
南
至
真
臘
、
北
抵
交
趾
、
通
邕
州
。
自
泉
州
至
本
国
、
順
風
舟
行
二
十
餘
程
。】

占
城
の
東
は
海
路
と
な
り
、
広
州
に
通
じ
る
。
西
に
は
雲
南
と
接
し
、
南
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
と
毗
隣
し
、
北
は
交
趾
が
あ
り
、
陸
上
で
邕
州

に
通
じ
る
。

そ
の
次
に
、
以
下
の
十
五
郡
「
越
裳
、
交
趾
、
朱
鳶
、
武
寧
、
福
禄
、
寧
海
、
陽
泉
、
陸
海
、
懐
驩
、
九
真
、
日
南
、
真
定
、
文

郎
、
桂
林
、
象
郡
」
を
調
べ
て
み
た
。

「
越
裳
」
は
「
越
常
」
と
も
書
き
、
交
趾
と
共
に
古
南
海
（
現
在
の
ベ
ト
ナ
ム
南
境
）
に
あ
っ
た
国
名
で
あ
る
。
范
曄
撰
『
後
漢
書
』

巻
一
一
六
「
南
蛮
伝
」
に
「
交
趾
之
南
、
有
越
裳
国
。」
と
あ
る
。

「
交
趾
」
に
つ
い
て
は
〈
嶺
南
道
〉
に
「
方
輿
志
曰
、
安
南
府
今
理
宋
平
県
、
古
越
地
。
禹
貢
揚
州
之
地
、
號
爲
百
越
。（
中
略
）

秦
属
象
郡
、
漢
爲
交
趾
、
日
南
二
郡
界
。
後
漢
因
之
、
唐
爲
交
州
。」
と
、
交
趾
は
古
百
越
の
地
と
す
る
。

「
朱
鳶
・
武
寧
」
は
今
の
ベ
ト
ナ
ム
北
部
河
内
市
の
南
に
位
置
し
、『
南
斉
書
』
巻
十
四
「
州
郡
志
上
」〈
交
趾
郡
〉
に
よ
る
と
、

交
趾
郡
に
は
「
龍
編
、
句
漏
、
武
寧
、
朱
鳶
」
と
い
う
地
名
が
見
え
る
。

「
福
禄
」
も
〈
嶺
南
道
〉
に
「
方
輿
志
曰
、
福
禄
州
、
福
禄
郡
。
土
地
與
九
真
同
、
唐
爲
福
禄
州
。」
と
あ
る
。

「
寧
海
」
も
、〈
嶺
南
道
〉
に
「
方
輿
志
曰
、
陸
州
、
玉
山
郡
。
秦
象
郡
地
、
漢
以
来
属
交
趾
郡
。
梁
分
置
黃
州
及
寧
海
郡
。」
と
、

秦
の
象
郡
は
梁
に
な
る
と
、
黄
州
と
寧
海
を
分
け
て
設
け
た
と
い
う
。
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「
陽
泉
」「
陸
海
」
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
確
認
で
き
て
い
な
い
。

「
懐
驩
」
は
古
地
図
）
31
（

で
確
認
で
き
る
唐
代
の
地
名
で
あ
る
。
現
在
の
ベ
ト
ナ
ム
中
部
・
演
州
の
南
西
方
向
、
藍
江
の
北
側
に
位
置
す
る
。

「
九
真
」
は
今
の
ベ
ト
ナ
ム
の
清
化
、
義
安
地
区
に
あ
た
る
。〈
嶺
南
道
〉
に
「
方
輿
志
曰
、
愛
州
九
真
郡
、
秦
象
郡
地
、
漢
武
置

九
真
郡
、
後
漢
亦
同
。
晋
亦
属
九
真
郡
、
宋
斉
因
之
、
梁
置
愛
州
。
隋
爲
九
真
郡
、
唐
又
爲
愛
州
。」
と
あ
り
、
ベ
ト
ナ
ム
中
部
地

区
に
位
置
す
る
。

「
日
南
」
は
現
在
の
広
治
省
広
治
河
と
甘
露
河
の
合
流
点
に
あ
た
り
、〈
嶺
南
道
〉
に
「
方
輿
志
曰
、
驩
州
日
南
郡
、
古
越
裳
氏
国
、

九
訳
所
通
者
也
。
秦
属
象
郡
、
漢
属
九
真
郡
。（
中
略
）
隋
置
驩
州
、
後
爲
日
南
郡
。
唐
爲
驩
州
。」
と
し
、
ベ
ト
ナ
ム
の
南
部
に
あ
る
。

「
桂
林
」
も
古
百
越
の
地
名
で
、
現
在
の
広
西
壮
族
自
治
区
の
北
西
部
の
象
州
あ
た
り
を
該
当
す
る
が
、〈
嶺
南
道
〉
に
「
十
道
志

曰
、
梧
州
、
蒼
梧
郡
。
秦
属
桂
林
郡
。」
と
し
、
ま
た
「
桂
州
、
始
安
郡
。
禹
貢
荊
州
之
域
、
春
秋
時
越
地
。
七
国
時
爲
楚
越
之
交
。

（
中
略
、
秦
の
始
皇
二
十
三
年
）
取
陸
梁
地
、
是
爲
桂
林
郡
。」
と
、
秦
の
始
皇
帝
代
の
時
初
め
て
桂
林
と
い
う
名
に
し
た
。

「
象
郡
」
は
今
の
広
西
壮
族
自
治
区
の
南
寧
か
ら
ベ
ト
ナ
ム
の
北
部
の
一
部
ま
で
の
あ
た
り
を
指
す
。
宋
『
嶺
外
代
答
』
巻
一
「
地

理
門
」〈
百
粤
故
地
〉
に
は
、「
自
秦
皇
帝
並
天
下
、（
中
略
）
爲
南
海
・
桂
林
・
象
郡
。
今
之
西
広
、
秦
桂
林
也
。
東
広
、
南
海
也
。
交
趾
、

象
郡
也
。」
と
、
交
趾
は
象
郡
で
あ
る
と
記
し
て
い
た
。
ま
た
「
漢
武
帝
平
南
海
、
離
秦
桂
林
爲
二
郡
、
曰
鬱
林
、
蒼
梧
。
離
象
郡
爲
三
、

曰
交
趾
、
九
真
、
日
南
。
又
稍
割
南
海
、
象
郡
之
餘
壌
、
爲
合
浦
郡
。」
と
、
象
郡
と
合
浦
郡
は
隣
同
士
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
古
百
越
の
雄
王
・
鴻
痝
氏
が
管
轄
し
た
地
域
の
具
体
的
な
位
置
は
、
宋
の
『
太
平
御
覧
』
巻
一
七
二
「
州
郡
部
」

十
八
〈
嶺
南
道
〉
に
よ
っ
て
、
ほ
ぼ
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
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（
六
）
ベ
ト
ナ
ム
の
始
祖
に
関
す
る
記
録
は
も
う
一
つ
あ
り
、『
新
編
天
南
雲
録
列
傳
』
の
「
鴻
厖
伝
」
で
あ
る
。『
嶺
南
摭
怪
列
伝
』

巻
一
（
甲
本
）
の
最
終
の
一
文
は
、「
蓋
百
男
乃
百
越
之
始
祀
也
（
ｋ
）
」
と
す
る
が
、『
新
編
天
南
雲
録
列
傳
』
は
「
蓋
百
男
乃
百

越
之
始
祖
也
」
と
な
る
。
こ
の
異
同
に
関
し
て
は
筆
者
が
、
文
章
の
流
れ
か
ら
に
し
て
も
、
鴻
痝
氏
の
伝
記
で
あ
る
故
、
始
祖
説
話

の
〈
始
祖
〉
の
方
が
妥
当
だ
と
思
う
。

ま
た
鴻
痝
氏
か
ら
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
「
文
身
・
入
れ
墨
」
と
い
う
風
習
が
本
文
に
見
え
る
。
最
初
の
王
で
あ
る
雄
王
は
、
そ
の

国
民
が
山
の
民
の
道
を
選
ん
だ
た
め
、
常
に
水
中
の
生
き
物
に
困
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
、
自
分
た
ち
が
洞
庭
湖
龍
君
の
子
孫
で
あ

る
こ
と
が
分
か
る
よ
う
、
龍
蛇
や
水
中
怪
物
の
形
象
を
体
に
墨
で
描
く
よ
う
に
命
じ
た
。
そ
れ
以
後
国
民
は
蛟
龍
等
を
避
け
ら
れ
た

（
（
ｉ
）
波
線
）
と
い
う
。

百
越
の
文
身
（
入
れ
墨
）
の
風
習
に
つ
い
て
は
、
唐
・
魏
徴
勅
撰
『
隋
書
』
巻
八
十
二
「
南
蛮
伝
」
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
　【
南
蛮
雑
類
與
華
人
錯
居
。（
中
略
）
倶
無
君
長
。
随
山
洞
而
居
。
古
先
所
謂
百
越
是
也
。
其
俗
断
髪
文
身
、
好
相
攻
討
。】

南
蛮
の
雑
類
は
華
人
と
と
も
に
雑
居
し
て
い
て
、
君
長
が
な
く
、
山
洞
に
住
む
。
い
に
し
え
の
人
が
言
う
百
越
は
そ
の
人
た
ち
の
こ
と
で

あ
る
（
傍
線
）。
百
越
の
風
俗
は
断
髪
・
文
身
し
（
波
線
）、
互
い
に
攻
め
討
ち
が
好
き
だ
。

百
越
は
「
百
粤
」
と
も
書
く
。
小
川
環
樹
等
編
角
川
『
新
字
源
』
に
よ
る
と
、「
周
代
ま
で
に
、
今
の
浙
江
省
南
部
か
ら
福
建
・
広
東
・

広
西
壮
族
自
治
区
の
各
地
域
に
い
た
様
々
な
未
開
人
の
総
称
」
と
あ
る
。
現
在
「
百
越
」
と
い
う
国
は
存
在
し
な
い
が
、「
そ
の
子

孫
は
主
に
中
国
西
南
部
の
各
少
数
民
族
と
し
て
、
上
記
の
各
省
・
自
治
区
に
、
ま
た
南
太
平
洋
諸
島
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
南
部
・
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
や
マ
レ
ー
シ
ア
の
南
部
・
東
南
ア
ジ
ア
の
メ
コ
ン
川
流
域
・
台
湾
・
琉
球
諸
島
・
朝
鮮
半
島
等
の
地
域
に
暮
ら
し
て
い
る
」

と
、
中
国
南
方
在
住
の
学
者
が
論
じ
て
い
る
）
32
（

。
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そ
の
た
め
、
本
文
の
雄
王
の
民
た
ち
が
住
ん
で
い
る
地
域
（
ｆ
の
傍
線
）
や
生
活
風
習
も
、
か
つ
て
同
じ
交
趾
郡
に
属
す
る
現
在

の
広
西
壮
族
自
治
区
の
南
壮
）
33
（

と
、
よ
り
似
通
っ
て
い
る
。「
鴻
痝
氏
伝
」
に
は
、
明
ら
か
に
百
越
文
化
圏
の
み
の
風
習
が
記
さ
れ
て

い
る
（
（
ｊ
）
波
線
）。

こ
れ
ら
の
習
慣
は
、
現
在
の
広
西
壮
族
自
治
区
の
壮
族
の
風
習
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
）
34
（

。
ま
た
古
文
献
に
見
ら
れ
る
各
地
の
百
越

の
共
通
風
習
は
、
近
年
の
諸
考
古
学
の
結
果
や
様
々
な
考
察
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
て
み
た
。

　
ま
ず
龍
・
蛇
・
鳥
を
ト
ー
テ
ム
信
仰
の
対
象
と
し
、
断
髪
、
文
身
、
巫
師
、
抜
歯
、
巣
居
、
水
行
山
処
、
歌
垣
・
首
狩
り
、
船
棺

（
崖
葬
）・
甕
棺
（
蹲
踞
式
葬
・
屈
身
葬
、
洗
骨
）
等
の
風
習
を
持
つ
。
銅
鼓
等
の
製
造
技
術
も
高
い
。
な
お
稲
作
文
化
の
た
め
、
百

越
文
化
圏
共
通
の
石
器
も
確
認
で
き
る
。
焼
き
畑
、
醸
造
酒
、
檳
榔
を
食
す
、
機
織
り
（
芭
蕉
布
、
苧
麻
等
）・
藍
染
め
等
が
あ
る
。

更
に
一
部
は
漁
𢭐
文
化
に
属
し
、
貝
塚
が
あ
り
、
そ
の
上
海
人
集
団
に
よ
る
真
珠
の
養
殖
と
採
取
、
貝
の
装
飾
品
、
石
製
の
網
用
錘
、

水
上
生
活
者
・
蛋
民
た
ち
は
造
船
技
術
や
海
上
貿
易
等
も
行
っ
た
。

更
に
婚
姻
の
特
徴
と
し
て
は
、
母
系
社
会
の
た
め
、
い
と
こ
婚
や
通
い
婚
の
形
式
が
多
く
、
今
日
も
そ
れ
ら
が
残
存
す
る
地
域
が

多
い
。
ま
た
南
方
少
数
民
族
の
風
習
の
中
に
は
、
子
ど
も
を
無
事
育
て
る
た
め
に
、
生
母
は
自
分
の
代
わ
り
育
て
て
く
れ
る
養
母
に

我
が
子
を
頼
む
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
子
が
成
人
し
て
家
を
離
れ
、
独
立
す
る
際
に
、「
割
尾
巴
（
尻
尾
を
切
る
）
」
と
い
う
名
の
縁
切

り
儀
式
が
存
在
す
る
）
35
（

。
今
日
の
西
南
地
域
に
住
む
壮
族
を
は
じ
め
と
す
る
い
く
つ
の
少
数
民
族
の
衣
裳
に
は
、
そ
の
名
残
的
な
も
の

が
見
ら
れ
る
。
こ
の
風
習
は
極
め
て
古
い
。

〈
卵
を
拾
う
養
母
型
〉
の
龍
母
卵
生
伝
説
に
は
、
こ
の
風
習
が
見
ら
れ
る
。
①
話
の
「
端
渓
温
媼
」
の
文
中
は
、
養
母
が
不
注
意

に
龍
子
の
尻
尾
を
切
っ
た
た
め
、
龍
子
が
龍
母
の
元
か
ら
去
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
⑩
の
〈
哀
牢
王
〉
の
始
祖
卵
生
説
話
に
も
、

哀
牢
族
の
「
衣
裳
に
尻
尾
の
よ
う
な
も
の
が
つ
い
て
い
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
こ
れ
ら
の
風
習
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
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（
七
）
百
越
文
化
圏
に
属
す
る
傍
証
と
な
る
要
素
は
、「
雄
王
」
の
当
て
字
の
変
化
に
も
あ
る
。「
鴻
痝
氏
伝
」
に
は
、

　 
　【
嫗
姫
與
五
十
男
居
峯
州
。
自
相
推
服
、
尊
其
雄
長
者
爲
主
、
号
曰
雄
王
、（
中
略
）
分
群
弟
治
之
。
置
其
次
爲
将
相
、
相
曰
貉
侯
、

将
曰
貉
将
（
中
略
）
世
々
相
傅
、
號
爲
雄
王
而
不
易
】

と
記
さ
れ
た
箇
所
が
三
つ
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
「
貉
」
は
、
辞
書
等
に
よ
れ
ば
「
戎
で
、
中
国
の
北
方
の
異
民
族
の
名
。
蛮
貉
」

と
あ
る
。

同
様
の
記
事
は
、
宋
代
の
『
太
平
広
記
』
卷
四
八
二
「
交
趾
」「
南
越
志
曰
」
に
も
見
え
る
。

　 

　【
交
趾
之
地
、
颇
爲
膏
腴
。
従
民
居
之
，
始
知
播
植
（
中
略
）
故
今
称
其
田
爲
雄
田
、
其
民
爲
雄
民
。
有
君
長
、
亦
曰
雄
王
。

有
辅
佐
焉
、
亦
曰
雄
侯
。
分
其
地
以
爲
雄
将
。】

交
趾
の
田
は
「
雄
田
」
と
い
い
、
そ
の
民
は
「
雄
民
」
と
い
う
。
ま
た
そ
の
君
長
は
「
雄
王
」
と
称
し
、
そ
の
補
佐
役
に
は
「
雄
侯
・
雄

将
」
が
あ
る
。

何
故
か
こ
の
記
事
で
は
「
貉
」
で
は
な
く
「
雄
」
と
な
る
。
宋
代
か
ら
「
雄
」
と
い
う
呼
び
方
に
定
着
し
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
北
魏
の
酈
道
元
撰
『
水
经
注
』
卷
三
七
「
叶
榆
河
」
の
「
交
州
外
域
記
曰
」
に
は
、
次
の
と
お
り
記
さ
れ
る
。

　
　【
交
趾
昔
未
有
郡
县
之
時
、
土
地
有
雒
田
。（
中
略
）
設
雒
王
、
雒
侯
、
主
諸
郡
県
。
県
多
爲
雒
将
、
雒
将
铜
印
青
绶
。】

交
趾
未
だ
郡
県
の
行
政
区
画
が
設
け
ら
れ
る
以
前
、
土
地
に
は
「
雒
田
」
が
あ
り
、
後
に
「
雒
王
・
雒
侯
・
雒
将
」
を
設
け
て
、
郡
県
を
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管
理
さ
せ
、
そ
の
上
王
権
の
象
徴
で
あ
る
「
銅
印
・
青
綬
」
を
も
授
か
っ
た
。

「
雒
田
」
に
関
し
て
は
、
石
鐘
健
は
「
雒
田
が
正
し
く
、
古
代
百
越
の
駱
越
族
の
稲
作
方
法
の
一
つ
で
あ
る
。「
雒
」
は
「
貉
」「
駱
」

と
も
書
き
、
通
音
字
で
あ
る
」
と
指
摘
し
た
）
36
（

。

右
の
『
水
经
注
』
の
そ
の
続
き
の
文
に
は
、

　
　【
交
趾
土
地
有
雒
田
。
其
田
従
潮
水
上
下
、
民
垦
食
其
田
、
因
名
为
雒
民
。】

「
雒
田
」
は
海
の
潮
水
に
従
っ
て
上
下
し
、
雒
民
が
そ
れ
を
開
墾
し
て
生
活
の
源
と
し
て
い
る
。「
雒
田
」
は
潮
水
の
中
に
育
て
た

野
生
の
海
水
稲
の
こ
と
で
あ
る
）
37
（

。
同
じ
表
現
は
、『
史
記
』
巻
一
一
三
「
南
越
尉
侘
伝
」
に
、「
侘
因
此
以
兵
威
辺
、
財
物
賂
遺
閩
越
・

西
甌
・
駱
役
属
焉
」
と
い
う
一
文
が
あ
る
。
そ
の
「
駱
」
に
対
し
て
、
裴
駰
の
集
解
注
は
「
漢
書
音
義
曰
、
駱
、
越
也
。」
と
注
釈
す
る
。

な
お
、
唐
・
司
馬
貞
の
索
隠
注
が
「
駱
田
」
の
初
見
例
で
あ
る
。
司
馬
貞
は
次
の
よ
う
に
注
を
し
て
い
る
。

　
　【
姚
氏
案
広
州
記
云
、
交
趾
有
駱
田
、
仰
潮
水
上
下
。
人
食
其
田
、
名
爲
駱
侯
。
諸
県
自
名
爲
駱
将
、
铜
印
青
绶
。】

以
上
の
考
察
を
通
し
て
分
か
っ
た
の
は
、
六
朝
、
唐
代
以
前
の
史
料
で
は
、「
雄
」
で
は
な
く
、「
駱
」「
雒
」
と
記
し
た
。
こ
れ
は

恐
ら
く
「
雒
」「
駱
」「
貉
」
は
、
み
ん
な
「L

O
U

」
と
発
音
し
、
通
音
字
の
故
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
時
代
が
下
る
と
「
雒
」

「
駱
」「
貉
」
等
差
別
的
な
表
現
は
、
次
第
に
「
雄
」
と
書
く
よ
う
に
な
っ
た
。
明
代
頃
、
ベ
ト
ナ
ム
が
中
国
か
ら
独
立
の
動
き
が
日

に
日
に
高
ま
り
、
獣
・
鳥
・
馬
偏
等
の
負
の
表
現
を
や
め
、
た
く
ま
し
い
言
葉
の
「
雄
」
が
当
て
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
八
）
最
後
に
「
鴻
痝
氏
伝
」
の
よ
う
に
〈
一
胞
百
卵
〉
を
生
む
例
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
中
国
の
古
文
献
に
は
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
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前
出
の
分
布
図
の
ま
と
め
を
見
る
と
、
卵
生
説
話
の
中
で
、
卵
は
一
個
の
話
型
は
北
方
に
比
較
的
多
い
。「
鴻
痝
氏
伝
」
や
中
国

の
西
南
少
数
民
族
、
及
び
東
南
ア
ジ
ア
の
諸
国
の
説
話
に
は
、
複
数
、
ま
た
一
胞
（
肉
塊
）
か
ら
複
数
の
始
祖
が
生
ま
れ
る
話
型
が

や
や
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。

　
例
え
ば
広
西
壮
族
自
治
区
の
三
江
侗
族
（
百
越
族
の
一
つ
）「
侗
族
新
婚
祝
酒
歌
」
の
口
頭
伝
承
に
は
、

　 

　
洪
水
が
天
下
を
覆
い
、
人
類
は
唯
張
良
と
張
妹
の
兄
妹
二
人
だ
け
が
、
雷
神
か
ら
も
ら
っ
た
瓢
箪
の
中
に
身
を
潜
め
た
た
め
、

助
か
っ
た
。（
中
略
）
二
人
は
天
神
の
旨
意
に
従
い
、
夫
婦
と
な
っ
た
。
近
親
婚
の
せ
い
か
、
一
個
の
肉
団
子
の
よ
う
な
も
の
が

生
ま
れ
、
そ
れ
を
切
り
開
い
て
四
方
に
投
げ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
破
片
か
ら
侗
族
・
苗
族
・
瑤
族
・
漢
族
と
い
う
四
つ
民
族
が
誕
生

し
た
。

と
、
兄
弟
民
族
の
由
来
を
一
個
の
肉
団
子
か
ら
生
ま
れ
た
と
歌
う
。

　
そ
の
他
に
土
家
族
等
幾
つ
か
の
南
方
系
百
越
族
群
の
始
祖
誕
生
の
口
誦
史
詩
や
、
中
国
の
百
家
姓
起
源
説
を
語
る
白
族
史
詩
「
創

世
紀
」、
又
九
十
九
の
村
寨
の
誕
生
を
説
く
布
依
族
の
古
歌
等
で
は
、
い
ず
れ
も
、
洪
水
後
に
兄
妹
婚
で
奇
形
な
肉
塊
が
産
ま
れ
、

そ
れ
を
割
く
と
複
数
の
民
族
・
百
家
の
姓
氏
等
の
始
祖
が
生
ま
れ
た
と
語
ら
れ
る
）
38
（

。

　　
し
か
し
な
が
ら
、
ベ
ト
ナ
ム
の
「
鴻
痝
氏
伝
」
の
よ
う
に
「
百
卵
」
を
生
む
モ
チ
ー
フ
は
、
ど
こ
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

実
は
こ
の
「
百
卵
」
と
い
う
要
素
は
、
三
世
紀
以
後
の
仏
典
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、『
大
蔵
経
』「
毘
曇
部
」
所

収
〈
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
〉
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
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　【
契
経
中
説
、
生
有
四
種
。
謂
卵
生
、
胎
生
、
湿
生
、
化
生
（
中
略
）
人
生
卵
者
、
昔
於
此
州
有
人
、
入
海
得
一
雌
鶴
、（
中
略
）

生
二
卵
、
於
後
卵
開
出
二
童
子
、
端
正
聡
慧
。
年
長
出
家
、
皆
得
阿
羅
漢
果
。（
中
略
）
又
如
毘
舎
佉
母
生
三
十
二
卵
。
般
遮
羅

王
妃
生
五
百
卵
等
。
人
胎
生
者
、
如
今
世
人
】

ま
た
、
同
書
「
本
縁
部
下
」
の
唐
・
三
蔵
法
師
訳
〈
雑
宝
蔵
経
〉
所
収
〈
蓮
花
夫
人
縁
〉
に
も
、
五
百
卵
を
生
む
話
が
あ
る
。

　　 

　【
有
一
仙
人
、
名
提
婆
延
。
是
婆
羅
門
種
。
婆
羅
門
法
、
不
生
男
女
、
不
得
生
天
。
此
婆
羅
門
、
常
石
上
行
小
便
。
有
精
気
、
流

堕
石
宕
。
有
一
雌
鹿
、
来
舐
小
便
処
。
即
便
有
娠
、
日
月
満
足
、
来
詣
仙
人
窟
下
。
生
一
女
子
、
華
裏
其
身
。
従
母
胎
出
、
端
正
殊
妙
。

仙
人
知
是
己
女
、
便
取
畜
養
。（
中
略
）
王
見
是
女
端
正
殊
妙
、
語
仙
人
言
、
與
我
此
女
。
便
即
與
之
、
而
語
王
言
、
当
生
五
百
王

子
。（
中
略
）
其
後
不
久
、
生
五
百
卵
、
盛
著
篋
中
。
時
大
夫
人
捉
五
百
麺
段
、
以
代
卵
処
。
即
以
此
篋
、
封
蓋
記
識
、
擲
恒
河
中
。

（
中
略
）
時
薩
躭
菩
王
在
下
流
、
與
諸
采
女
遊
戯
河
辺
。
見
此
篋
来
、
而
作
是
言
、
此
篋
属
我
。
諸
采
女
言
、
王
今
取
篋
、
我
等
当

取
篋
中
所
有
。
遣
人
取
篋
、
五
百
夫
人
、
各
與
一
卵
。
卵
自
開
敷
、
中
有
童
子
、
面
目
端
正
。
養
育
長
大
、
各
皆
有
大
力
士
之
力
。】

　
仏
典
に
は
以
上
の
よ
う
に
数
の
多
い
卵
生
要
素
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
日
本
の
古
代
説
話
文
学
に
も
早
く
に
受
容
さ
れ

て
い
る
。『
日
本
霊
異
記
』
下
巻
「
産
生
み
た
る
肉
団
女
子
と
作
り
て
善
を
修
ひ
人
を
化
ふ
る
縁
」
第
十
九
話
に
卵
生
説
話
が
あ
る
。

宝
亀
二
年
（
七
七
一
）
十
一
月
の
話
と
す
る
。

　 

　【
肥
後
国
八
代
郡
豊
服
広
公
の
妻
懐
妊
む
。（
中
略
）
一
の
肉
団
を
産
生
む
。
其
の
姿
卵
の
如
し
夫
妻
祥
に
あ
ら
ざ
る
な
り
と
謂

為
ひ
て
、
笥
に
入
れ
て
蔵
し
、
山
の
石
の
中
に
置
く
。
七
日
を
経
て
往
き
て
見
れ
ば
、
肉
団
の
殻
開
け
て
女
子
を
生
む
。
父
母
取

り
て
更
に
乳
を
哺
ま
せ
て
養
ふ
。（
中
略
）
昔
仏
世
に
在
り
し
時
に
、
舎
衛
城
の
須
達
長
者
の
女
蘇
曼
の
生
め
る
卵
十
枚
、
開
け

て
十
の
男
と
成
り
、
出
家
し
て
み
な
羅
漢
果
を
得
た
り
。
迦
毘
羅
衛
城
の
長
者
の
妻
、
懐
妊
み
て
一
の
肉
団
を
生
み
、
七
日
の
頭
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に
到
り
て
、
肉
団
開
敷
け
て
、
百
の
童
子
有
り
。
一
時
出
家
し
、
百
人
倶
に
阿
羅
漢
果
を
得
た
り
。】

　
又
時
代
が
下
る
と
、
日
本
の
中
世
説
話
集
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
・
天
竺
篇
「
須
達
長
者
蘇
曼
女
、
生
十
卵
語
」
第
十
五
話
と

巻
第
五
・
天
竺
付
仏
前
「
般
沙
羅
王
五
百
卵
、
初
知
父
母
語
」
第
六
話
等
も
、
卵
生
説
話
は
仏
教
説
話
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

古
代
の
日
本
人
に
と
っ
て
卵
生
説
話
は
仏
教
的
な
も
の
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
、
諸
国
の
卵
生
説
話
の
伝
承
す
る
時
期
は
か
な
り
不
一
致
で
あ
る
。
遠
く
離
れ
た
日
本
の
方
が
古
い
記
録
が
残
り
、
イ

ン
ド
に
近
い
ベ
ト
ナ
ム
や
中
国
の
西
南
各
少
数
民
族
の
方
は
、
十
五
・
六
世
紀
以
後
の
も
の
と
な
る
。
理
由
は
文
字
を
持
た
な
い
地

域
は
口
頭
伝
承
が
中
心
と
な
り
、
十
五
世
紀
〜
十
九
世
紀
の
間
、
知
識
人
に
よ
る
採
集
か
、
又
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
教
士
や
冒
険
家

の
発
見
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
世
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。

　
ま
と
め

本
稿
は
三
・
四
世
紀
頃
か
ら
出
現
し
た
南
中
国
・
百
越
文
化
圏
を
中
心
に
分
布
し
た
龍
母
卵
生
伝
説
を
取
り
上
げ
、
分
類
し
た
。

百
越
の
蛋
民
の
生
活
全
般
に
漁
撈
文
化
が
深
く
浸
透
し
て
い
る
た
め
、
水
中
の
生
き
物
・
龍
蛇
と
の
関
わ
り
も
深
か
っ
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
龍
蛇
・
蛙
・
魚
類
等
の
ト
ー
テ
ム
信
仰
を
持
つ
各
地
の
蛋
民
の
人
々
が
、
先
祖
が
卵
生
で
あ
る
事
を
信
じ
て
い
た
こ

と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
す
な
わ
ち
「
始
祖
卵
生
神
話
」
の
源
流
を
汲
ん
で
い
る
。

　
こ
う
し
た
百
越
文
化
圏
の
特
徴
を
理
解
し
た
う
え
で
、
先
の
〈
卵
を
拾
う
養
母
型
〉
の
類
話
及
び
ベ
ト
ナ
ム
の
卵
生
神
話
を
改
め

て
眺
め
て
み
る
と
、
そ
の
デ
ィ
テ
ー
ル
に
、
こ
の
民
族
文
化
の
色
濃
い
影
響
を
見
て
取
る
こ
と
が
出
来
る
（
説
話
本
文
の
横
線
箇
所

は
、
地
名
、
風
習
、
信
仰
な
ど
に
百
越
文
化
圏
の
片
鱗
が
覘
く
と
こ
ろ
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
）。
こ
の
よ
う
に
古
態
を
残
す
龍
母

卵
生
神
話
が
、
百
越
文
化
圏
に
由
来
、
若
し
く
は
影
響
を
受
け
て
い
る
と
の
指
摘
は
、
私
の
知
る
限
り
こ
れ
ま
で
な
い
。
こ
こ
数
年

間
の
類
話
の
蒐
集
作
業
に
よ
り
、
初
め
て
見
え
て
き
た
特
徴
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
百
越
文
化
圏
の
卵
生
説
話
は
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
次
第
に
変
容
し
て
い
く
。
華
南
の
珠
江
流
域
の
類
話
を
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見
る
限
り
、
始
祖
卵
生
で
あ
り
な
が
ら
、
老
婆
の
〈
拾
卵
型
・
卵
を
拾
う
養
母
型
〉
の
龍
母
伝
説
が
最
も
多
く
、
そ
の
地
に
暮
ら
し

て
い
た
古
百
越
に
属
す
る
壯
族
を
は
じ
め
と
し
た
少
数
民
族
の
棄
て
子
の
風
習
）
39
（

と
関
係
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
中
央
に
近
い
揚
子
江
流
域
に
行
け
ば
行
く
ほ
ど
、
水
神
信
仰
を
も
つ
水
辺
の
水
族
と
の
異
類
婚
に
よ
り
、
処
女
が
龍
蛇
の

子
ど
も
（
又
は
卵
）
を
生
む
〈
生
卵
型
・
卵
を
生
む
生
母
型
〉
が
多
い
。
地
図
で
見
え
る
よ
う
に
同
じ
傾
向
の
伝
承
は
、
中
国
の
海

南
島
や
東
南
ア
ジ
ア
の
類
話
に
も
見
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
の
特
徴
と
し
て
産
む
卵
は
一
つ
が
多
く
、
王
権
と
結
び
つ
く
よ
う
に
な
る
。

そ
の
後
南
伝
仏
教
に
よ
る
イ
ン
ド
の
卵
生
思
想
の
影
響
を
受
け
、
東
南
ア
ジ
ア
を
中
心
に
、
西
南
・
華
南
地
域
に
住
む
各
少
数
民

族
の
始
祖
神
は
、
卵
か
ら
生
ま
れ
る
話
が
盛
ん
に
な
る
。
更
に
漁
撈
民
の
移
動
に
よ
り
、
海
流
に
乗
っ
て
中
国
の
東
海
岸
・
北
の
内

陸
地
や
朝
鮮
半
島
・
台
湾
、
琉
球
諸
島
・
日
本
の
九
州
と
い
っ
た
環
太
平
洋
地
域
等
へ
と
伝
播
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
そ
の
伝
播
の
過
程
で
、
各
地
の
特
有
の
文
化
要
素
を
取
り
込
み
、
形
を
変
え
な
が
ら
定
着
し
て
い
く
。
こ
れ
ら
の
過
程
や
変

容
後
の
説
話
も
大
変
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
が
、
今
回
は
紙
面
の
都
合
も
あ
り
、
論
じ
る
の
は
次
の
機
会
と
し
た
い
。

【
注
】

（
１
）
袁
珂
氏
『
中
国
古
代
神
話
』
第
一
章
「
導
言
」（
八
〜
九
頁
。
華
夏
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
一
月)

（
２
）
農
学
冠
氏
『
嶺
南
神
話
解
読
』
第
五
章
「
卵
生
神
話
的
文
化
底
蘊
」（
五
十
〜
六
三
頁
。
広
西
與
東
南
亜
民
族
文
庫
所
収
、
広
西
民
族
出
版
社
、

二
〇
〇
〇
年
五
月)

（
３
）
三
品
彰
英
氏
著
『
神
話
と
文
化
史
』「
南
方
系
神
話
要
素
」〈
卵
生
族
祖
神
話
〉（
三
〇
三
頁
〜
三
八
一
）(

『
三
品
彰
英
論
文
集
』
第
三
巻
所
収
。
平
凡
社
、

一
九
七
一
年
九
月)

（
４
）
葉
春
生
氏
「
龍
母
信
仰
與
西
江
民
間
文
化
」
に
よ
る
と
、
広
西
壮
族
自
治
区
西
江
の
畔
の
梧
州
市
（
古
百
越
地
）
は
、
龍
母
信
仰
の
発
祥
地
で
あ
り
、

現
在
も
毎
年
旧
暦
五
月
七
日
の
夜
に
龍
母
の
衣
換
え
儀
式
を
行
い
、
五
月
八
日
に
誕
生
日
の
祝
い
行
事
等
を
す
る
。（
農
冠
品
氏
編
注
『
壮
族
神
話
集
成
』

副
篇
「
壮
族
神
話
文
論
之
三
・
雷
神
水
神
論
」
所
収
。
七
三
四
〜
七
三
七
頁
。
広
西
民
族
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
六
月
）

（
５
）
宋
・
李
昉
等
撰
『
太
平
広
記
』
に
は
「
水
族
」
の
部
立
が
あ
る
。
水
族
は
水
生
動
物
の
総
称
で
、
そ
の
部
に
は
「
鰐
・
鯨
・
亀
・
蛟
龍
・
魚
・
川
獺
・

貝
・
田
螺
」
が
見
ら
れ
る
。

（
６
）
珠
江
は
川
の
名
。
清
・
顧
祖
禹
撰
『
読
史
方
輿
紀
要
』「
広
東
二
・
広
州
府
」
に
よ
る
と
、「
江
中
有
海
珠
石
、
是
曰
珠
江
」
と
、
広
州
市
内
を
流
れ

る
川
の
中
州
に
「
海
珠
」
と
い
う
名
の
石
が
あ
る
た
め
、
珠
江
と
呼
ば
れ
た
。
珠
江
は
雲
南
省
の
東
境
か
ら
発
し
、
広
西
壮
族
自
治
区
を
経
て
、
広
州
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市
で
南
海
に
注
ぐ
中
国
南
方
の
大
河
で
あ
る
。

（
７
）
清
・
張
英
、
王
士
禎
等
纂
『
淵
鍳
類
函
』
巻
四
三
七
「
鱗
介
部
一
」〈
龍
一
〉
所
収(

北
京
中
国
書
店
、
一
九
八
五
年
八
月)

（
８
）
五
嶺
は
湖
南
省
衡
山
か
ら
東
海
に
至
る
ま
で
の
山
系
で
、
五
つ
の
嶺
が
あ
る
。
地
理
的
に
天
然
の
よ
う
壁
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
北
と
南
の
往
来
の

妨
げ
と
な
る
。『
太
平
御
覧
』
巻
五
四
「
地
部
」〈
嶺
〉「
広
州
記
曰
、
有
五
嶺
。
大
庾
嶺
・
始
安
嶺
・
臨
賀
嶺
・
桂
陽
嶺
・
掲
陽
嶺
」

（
９
）
龍
母
伝
説
に
見
え
る
端
渓
と
い
う
地
名
は
、
時
代
に
よ
っ
て
呼
び
方
が
異
な
る
。
宋
・
王
象
之
撰
『
輿
地
紀
勝
』
巻
一
〇
一
「
広
南
東
路
・
徳
慶
府
」

に
よ
る
と
、「
康
州
、
晋
康
郡
。（
中
略
）
秦
属
南
海
郡
、
漢
置
蒼
梧
郡
及
端
渓
縣
。（
中
略
）
晋
穆
帝
分
蒼
梧
立
晋
康
郡
、
宋
斉
以
下
因
之
。
隋
平
陳
廃

晋
康
郡
、
以
端
渓
縣
属
端
州
。（
中
略
。
唐
高
祖
）
置
南
康
州
。（
中
略
。
宋
・
皇
朝
）
高
宗
中
興
、
以
潜
邸
陛
徳
慶
府
。」
と
、
秦
・
漢
は
端
渓
、
唐
は

康
州
、
清
は
晋
康
と
い
う
。
今
日
の
広
西
壮
族
自
治
区
・
梧
州
市
近
く
の
徳
慶
を
指
す
。（
本
稿
の
古
地
名
は
す
べ
て
『
中
国
歴
史
地
図
集
』
に
よ
る
。

中
国
地
図
出
版
社
、
一
九
八
二
年
十
月
）

（
10
）（
４
）
に
同
じ
。（
七
二
一
〜
七
二
五
頁
）

（
11
）（
４
）
に
同
じ
。（
七
二
二
〜
七
二
三
頁
）

（
12
）
淮
河
、
川
の
名
。
河
南
省
桐
柏
山
に
源
を
発
し
、
安
徽
省
・
江
蘇
省
の
二
省
を
経
て
、
東
海
に
注
ぐ
。
中
国
の
第
三
の
大
河
で
あ
る
。
そ
の
流
域
に

洪
沢
湖
が
あ
る
。

（
13
）
碑
文
は
王
健
群
『
好
太
王
碑
研
究
』
第
四
章
・
図
４-

36
碑
文
第
一
面
の
翻
刻
文
に
よ
る
。（
一
一
九
頁
〜
一
三
六
頁
。
吉
林
人
民
出
版
社
、
一
九
八
四

年
八
月
）

（
14
）
拙
論
「
東
ア
ジ
ア
の
〈
卵
生
神
話
〉
の
受
容
考
・
そ
の
一
―
中
国
に
お
け
る
呑
卵
型
を
通
じ
て
―
」（
熊
本
大
学
文
学
部
編
『
国
語
国
文
学
研
究
』
第

四
九
号
、
二
〇
一
四
年
三
月
）
参
照
。

（
15
）
張
寿
祺
著
『
蛋
家
人
』
所
収
乙
編
「
與
水
爲
縁
的
経
済
生
活
」〈
南
方
江
海
水
上
居
民
群
的
地
理
分
布
〉（
一
一
二
〜
一
二
二
頁
）(

香
港
・
中
華
書
局
、

一
九
八
一
年
十
一
月)

。

（
16
）
秦
璞
・
徐
桂
蘭
共
著
『
河
蛋
與
海
蛋
珠
蛋
』
四
「
邕
江
船
民
経
済
生
活
的
変
遷
」
に
よ
る
。（
七
四
〜
七
九
頁
。
黒
龍
江
人
民
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
七
月)

（
17
）
拙
論
「
亀
が
女
に
な
る
話
―
浦
島
伝
説
の
源
流
」（
『
ア
ジ
ア
遊
学
』
第
二
号
に
所
収
。
勉
誠
出
版
、
一
九
九
九
年
三
月
）
参
照
。

（
18
）
古
代
中
国
で
は
蛮
夷
や
外
国
の
難
解
な
言
語
を
「
鳥
語
」
と
い
う
。『
後
漢
書
』
巻
一
一
六
「
南
蛮
西
南
夷
伝
」
に
「
則
緩
耳
雕
脚
之
倫
、
獣
居
鳥
語
之
類
、

莫
不
挙
種
盡
落
」
と
記
す
。

（
19
）『
中
国
歴
史
地
図
集
』
第
二
册
「
秦
・
西
漢
・
東
漢
時
期
」
の
「
西
漢
・
益
州
刺
史
部
南
部
・
哀
牢
」
を
参
照
。

（
20
）
中
国
道
教
協
会
編
『
道
教
大
辞
典
』「
五
斗
米
道
」
の
条
に
よ
る
と
、
五
斗
米
道
の
創
設
者
・
漢
の
張
陵
の
死
後
も
、
子
の
張
衡
、
孫
の
張
魯
等
は
、

巴
蜀
や
漢
中
地
域
で
晋
代
ま
で
活
動
を
続
け
た
と
い
う
。（
二
二
七
頁
）(

華
夏
出
版
社
、
一
九
九
四
年
六
月)
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（
21
）『
太
平
御
覧
』
巻
五
十
三
「
地
部
・
石
」
の
条
に
、「
袁
山
松
郡
国
志
曰
、
梁
州
女
郎
山
、
張
魯
女
浣
衣
石
上
、
女
便
懐
孕
」
と
あ
る
。
梁
州
は
巴
蜀

の
地
名
で
あ
る
。

（
22
）『
後
漢
書
』
巻
六
十
六
「
循
吏
」〈
孟
嘗
伝
〉「
（
孟
嘗
）
遷
合
浦
太
守
。
郡
不
産
穀
実
、
而
海
出
珠
宝
。
與
交
趾
比
境
、
常
通
商
、
販
貨
糴
糧
食
。」

（
23
）（
15
）
に
同
じ
。
第
六
章
「
水
上
居
民
的
言
語
」（
四
九
〜
五
三
頁
）
に
よ
る
。

（
24
）（
16
）
に
同
じ
。
同
所
の
前
言
（
六
頁
）
に
よ
る
。

（
25
）
三
品
彰
英
氏
著
『
神
話
と
文
化
史
』「
南
方
系
神
話
要
素
」〈
卵
生
始
祖
神
話
〉（
三
四
五
頁
）(

平
凡
社
、
一
九
七
一
年
九
月)

（
26
）（
25
）
に
同
じ
。

（
27
）
任
明
華
『
越
南
漢
文
小
説
研
究
』
第
二
章
「
黎
朝
（
１
４
２
８
年
〜
１
７
８
９
年
）
的
漢
文
小
説
（
上
）
」
第
二
節
「
以
『
嶺
南
摭
怪
』
爲
主
的
志
怪
、

伝
奇
小
説
」
に
よ
る
。（
八
〇
〜
八
二
頁
）（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
八
月
）

（
28
）
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
附
属
東
洋
学
文
献
セ
ン
タ
ー
刊
行
委
員
会
所
藏
陳
荊
和
校
合
本
『
大
越
史
記
全
書
（
上
）
』
に
よ
る
。

（
29
）『
新
編
天
南
雲
録
列
傳
』
巻
一
「
鴻
厖
伝
」（
出
嶺
南
摭
怪
）
は
、『
越
南
漢
文
小
説
集
』
孫
遜
等
編
域
外
漢
文
小
説
集
、
全
二
十
巻
所
収
に
よ
る
。（
上

海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
十
月
）

（
30
）
劉
錫
蕃
氏
著
『
嶺
表
紀
蛮
』
第
十
七
章
「
諸
蛮
言
語
之
比
較
」〈
四
、
蛮
語
例
三
〉（
一
三
七
頁
）（
ア
ジ
ア
民
族
考
古
叢
刊
第
五
輯
、
南
天
書
局
、

一
九
八
七
年
一
月
）

（
31
）（
19
）
に
同
じ
。
第
五
册
「
隋
・
唐
・
五
代
十
国
時
期
」「
唐
・
嶺
南
道
西
部
」
に
よ
る
。

（
32
）
邱
新
民
『
東
南
亜
古
代
史
地
論
叢
』（
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
南
洋
学
会
出
版
、
一
九
六
九
年
三
月
）
所
収
「
頒
慮
與
龍
舟
的
原
始
意
義
」、「
龍
與
文
身
的

演
化
商
榷
」
及
び
「
丹
老
巴
蜀
道
註
脚
」
等
の
論
文
に
よ
る
。
邱
新
民
氏
は
、
古
越
人
の
一
部
が
水
上
生
活
者
で
、
東
南
地
域
の
八
水
に
居
住
し
、
真

珠
養
殖
や
海
上
貿
易
を
行
う
他
、
海
に
潜
る
海
人
で
も
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
。

（
33
）
広
西
壮
族
自
治
区
の
北
部
（
桂
林
等
）
に
住
む
壮
族
を
「
北
壮
」
と
言
い
、
南
部
（
南
寧
等
）
に
暮
ら
し
て
い
る
者
を
「
南
壮
」
と
言
う
。

（
34
）（
30
）
に
同
じ
。
第
四
章
「
飲
食
與
食
具
」（
五
一
頁
）
に
よ
る
。

（
35
）
西
南
少
数
民
族
の
衣
装
に
尻
尾
の
よ
う
な
も
の
が
つ
い
て
い
る
事
は
、
本
稿
⑩
の
哀
牢
族
の
例
（
二
重
線
部
）
以
外
に
、『
壮
族
神
話
集
成
』
を
編
輯

し
た
農
冠
品
氏
に
口
頭
で
確
認
し
た
。

（
36
）『
百
越
民
族
史
論
集
』
所
収
石
鐘
健
氏
「
試
論
越
與
駱
越
出
自
同
源
」
他
論
文
を
参
照
。（
百
越
民
族
史
研
究
会
編
、
中
国
社
会
科
学
出
版
、
一
九
八
二

年
二
月
）

（
37
）
海
水
稲
に
つ
い
て
は
、
清
・
屈
大
均
『
広
東
新
語
』
巻
二
「
沙
田
」
の
条
に
「
広
州
辺
海
諸
県
、
皆
有
沙
田
。（
中
略
）
五
曰
潮
田
、
潮
漫
汐
乾
、
汐

乾
而
禾
苗
乃
見
」
と
あ
る
。
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（
38
）
王
孝
廉
『
水
與
水
神
』
下
編
「
西
南
群
族
的
洪
水
神
話
與
水
神
信
仰
」〈
百
越
族
群
等
の
伝
説
〉（
中
華
民
俗
文
叢
所
収
、
学
苑
出
版
社
。
一
九
九
四

年
七
月
）

（
39
）
捨
て
子
と
養
母
の
風
習
に
つ
い
て
は
、
瘳
明
君
「
壮
族
水
崇
拝
與
生
殖
崇
拝
」〈
二
〉
を
参
照
。（
農
冠
品
氏
編
注
『
壮
族
神
話
集
成
』
副
篇
「
壮
族

神
話
文
論
之
三
・
雷
神
水
神
論
」
所
収
。
七
一
八
〜
七
一
九
頁
。
広
西
民
族
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
六
月
）

【
引
用
文
献
】

唐
・
劉
恂
撰
『
嶺
表
録
異
』、
宋
・
范
成
大
撰
『
桂
海
虞
衡
志
』（
山
川
風
情
叢
書
『
南
方
草
木
状
』
外
十
二
種
所
収
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
三
年
十
二
月)

清
・
屈
大
均
（
一
六
三
〇
年
生
〜
一
六
九
六
年
没
）『
広
東
新
語
』（
香
港
中
華
書
局
、
一
九
七
四
年
二
月
）

晋
・
張
華(

二
三
二
年
生
〜
三
〇
〇
年
没)

『
博
物
誌
』
百
部
叢
書
集
成
所
収
『
指
海
』
第
五
函
・
附
逸
文

高
麗
・
金
富
軾
『
三
国
史
記
』(
一
一
四
五
年
成
立)

巻
一
「
新
羅
本
紀
」〈
解
脱
王
〉（
国
語
国
文
学
叢
林
所
収
、
韓
国
・
大
提
閣
出
版
、
一
九
八
七
年
八
月)

晋
・
干
宝(

生
年
不
詳
〜
三
一
八
年
没)
『
捜
神
記
』(

湖
南
文
芸
出
版
社
、
一
九
九
七
年
七
月)

梁
・
任
昉(

四
六
〇
年
生
〜
五
〇
八
年
没)
『
述
異
記
』(

明
・
程
栄
纂
輯
『
漢
魏
叢
書
』
所
収
、
吉
林
大
学
出
版
、
一
九
九
二
年
十
二
月)

宋
・
李
昉
等
勅
撰
『
太
平
御
覧
』
宋
・
蜀
刊
影
印
本(

台
湾
商
務
印
書
館
出
版
、
一
九
八
四
年
八
月)

宋
・
李
昉
等
撰
『
太
平
広
記
』(

全
十
册
。
中
華
書
局
、
一
九
六
一
年
九
月)

清
・
張
玉
書
等
勅
撰
『
康
煕
字
典
』(

商
務
印
書
館
、
一
九
六
五
年)

晋
・
常
璩
撰
、
任
乃
強
校
注
『
華
陽
国
志
校
補
図
注
』(

上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
七
年
十
月)

宋
・
王
象
之
『
輿
地
紀
勝
』(

中
国
古
代
地
理
総
志
叢
刊
所
収
、
中
華
書
局
出
版
、
一
九
九
二
年
十
月)

元
・
周
達
観
『
真
臘
風
土
記
』（
中
外
交
通
史
籍
叢
刊
所
収
、
中
華
書
局
出
版
、
一
九
八
一
年
三
月
）

明
・
宋
応
星
『
天
工
開
物
』（
商
務
印
書
館
、
一
九
五
四
年
十
二
月
）

明
・
鄺
露
『
赤
雅
』（
清
・
鮑
廷
博
輯
『
知
不
足
齋
叢
書
』
所
収
）

宋
・
趙
汝
適
『
諸
蕃
志
』（
山
川
風
情
叢
書
外
十
三
種
所
収
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
三
年
十
二
月)

北
魏
・
酈
道
元
『
水
経
注
』(

民
国
・
楊
守
敬
、
熊
会
貞
疏
。
江
蘇
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
九
年
六
月)

『
呂
氏
春
秋
』『
韓
非
子
』(

『
二
十
二
子
』
所
収
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
六
年
三
月)

宋
・
周
去
非
撰
、
楊
武
泉
校
注
『
嶺
外
代
答
校
注
』(

中
華
書
局
出
版
、
一
九
九
九
年
九
月)

『
史
記
』『
漢
書
』『
後
漢
書
』『
晋
書
』『
魏
書
』『
南
斉
書
』『
隋
書
』(

『
二
十
五
史
』
所
収
。
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
六
年
十
二
月)
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『
大
正
新
修
大
蔵
経
』(

大
正
新
修
大
蔵
経
刊
行
会
、
一
九
八
九
年
四
月
普
及
版)

中
田
祝
夫
校
注
『
日
本
霊
異
記
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
十
、
小
学
館
）
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百越文化圏における卵生説話の源流考―龍母伝説を中心に―

 熊本学園大学非常勤講師　項　青

　本稿では百越文化圏（南中国）と東南アジアにおける“卵生”という要素が存在

する龍母伝説の受容と変容を考察する。同時に、『嶺南摭怪列伝』（『越南漢文小

説集成』所収）の「鴻厖氏伝」や、中国の六朝、唐、宋以後の志怪小説や地方伝

承等に見られる、人間と水族（亀、鼈、鰐、蛇、魚等の水生生物）との異類婚姻

譚を確認する。

　その上で、龍母伝説を朝鮮半島や日本の伝承等と比較し、黒潮に乗り移動する

水の民、南方系漁撈民集団の始祖神話のあり様の一端を見出したい。

The Ryu-bo Legend in the Southern Part of China 
(Hyakuetsu-cultural area) and the Southeast Asian Countries

 Xiang Qing,

 part-time lecturer at the Kumamoto Gakuen University

　The purpose of this paper is to consider various versions of the ryu-bo 

legend  (the legend associated with Qin Shi Huang or Chinese tales in a 

region) which contains one of the folktale motifs, “ransei” (birth-myths of 

an ethnic group), and to see how the intermarriage (between human beings 

and aquatic life) is treated in “Koboshiden” (in Reinan Shukai Retsuden), 
Shikai Shosetsu (the collected of tales of the strange and mysterious in the 
period of the Six Dynasties, Tang, and Sung), and local folklores.

　Furthermore, comparing these ryu-bo legends with Urashimako and Umi-

Yama sachi tales in the Ki-Ki legend (Records of Ancient Matters and Chronicles 
of Japan) may shed some light on the state of the shiso legend (myths of 
the first emperor of a nation) found in the communities of the people called 

mizunotami, sailing across the Pacific Ocean, whose jobs are related to sea.
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